
文教警察企業常任委員会会議録

平成28年４月26日

場 所 第３委員会室



- 1 -

平成28年４月26日（火曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・平成28年度の家庭教育を支援するための施策

の取りまとめについて

出席委員（７人）

委 員 長 渡 辺 創

副 委 員 長 日 髙 陽 一

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野  明

委 員 押 川 修一郎

委 員 髙 橋 透

委 員 有 岡 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 野 口 泰

警 務 部 長 新 島 健太郎

警務部参事官兼
廣 澤 康 介

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 鬼 塚 博 美

刑 事 部 長 西 福 一

交通部参事官兼
橋 本 利 幸

交 通 企 画 課 長

警備部参事官兼
河 野 憲 彦

警 備 第 一 課 長

警務部参事官兼
時 任 和 博

会 計 課 長

警務部参事官兼
長 友 信 明

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
黒 木 義 彦

生活安全企画課長

総 務 課 長 児 島 孝 思

少 年 課 長 宮 川 博 文

生 活 環 境 課 長 重 山 勝 則

交 通 規 制 課 長 中 嶋 信 行

運 転 免 許 課 長 首 藤 昌 良

教育委員会

教 育 長 四 本 孝

教 育 次 長
片 寄 元 道

（ 総 括 ）

教 育 次 長
川 越 良 一

（教育政策担当）

教 育 次 長
坂 元 厳

（教育振興担当）

総 務 課 長 亀 澤 保 彦

財 務 福 利 課 長 大 西 敏 夫

学 校 政 策 課 長 飯 干 賢

学 校 支 援 監 金 子 文 雄

特別支援教育室長 川 越 浩 司

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 恵 利 修 二

スポーツ振興課長 古 木 克 浩

文 化 財 課 長 向 井 大 蔵

人権同和教育室長 米 村 公 俊

図 書 館 長 福 田 裕 幸

美 術 館 副 館 長 四 位 久 光

博 物 館 長 長 友 重 俊

西 都 原 考 古
田 方 浩 二

博 物 館 長

埋 蔵 文 化 財
谷 口 武 範

セ ン タ ー 所 長

企業局
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企 業 局 長 図 師 雄 一

副 局 長
梅 原 裕 二

（ 総 括 ）

副 局 長
白 賀 宏 之

（ 技 術 ）

総 務 課 長 松 田 広 一

経 営 企 画 監 森 本 誠 二

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 上 石 浩

電 気 課 長 喜 田 勝 彦

施 設 管 理 課 長 平 松 信 一

総 合 制 御 課 長 新 見 剛 介

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 木 下 節 子

政策調査課主幹 西久保 耕 史

○渡辺委員長 ただいまから文教警察企業常任

委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてです。現在、お

座りの仮席のとおり決定してよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、本日の委員会の日程についてです。お

手元に配付しました日程案のとおりでよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

次に、委員会の運営方法についてであります。

執行部の入れかえの際は、委員長会議確認事項

のとおり、10分程度の休憩を設けることに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

おはようございます。先般の臨時県議会にお

きまして、私ども７名が今年度の文教警察企業

常任委員会の委員となったところです。

私は、このたび委員長に選任をされました宮

崎市選出の渡辺創でございます。一言、御挨拶

を申し上げます。

警察本部の皆様におかれましては、日々、県

民の皆さんの生活の安全を守るため、また、犯

罪に対処するために御奮闘いただいておると認

識をいたしております。今、熊本でも大きな地

震が起きて、その応援等も行われている非常時

の中かと思いますが、まさに県民生活の日常の

安全をきちんと守ると同時に、まさに、非常時

において皆さんの力は問われる状況があると

思っております。我々もその観点で１年間、しっ

かりと審議させていただきたいと思っておりま

すので、どうかひとつよろしくお願いいたしま

す。

次に、委員の紹介をいたします。

まず、私の隣が宮崎市選出の日髙副委員長で

ございます。

次に、向かって左側になりますが、西臼杵郡

選出の緒嶋委員でございます。

続きまして、東諸県郡選出の中野委員でござ

います。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

平成28年４月26日(火)
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向かって右側になりますが、日南市選出の髙

橋委員でございます。

宮崎市選出の有岡委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の木下主幹でございます。

副書記の西久保主幹でございます。

それでは次に、本部長の御挨拶、幹部職員の

紹介並びに所管業務の概要説明等をお願いいた

します。

○野口警察本部長 おはようございます。警察

本部長、野口でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

渡辺委員長を初め委員の皆様方には、文教警

察企業常任委員会委員として御就任、まことに

おめでとうございます。

かねてから、本県警察の運営に関しまして、

深い御理解と御協力を賜り、心から感謝申し上

げる次第でございます。

さて、本県警察では、運営方針であります県

民の期待と信頼に応える力強い警察実現のため、

県民の皆様が安全で安心して暮らせる社会を守

るため、努力してまいる所存でございますので、

委員の皆様方におかれましても、今後とも、御

指導、御支援を賜りますよう、よろしくお願い

いたします。

本日は、年度初めの常任委員会であり、執行

部の職員に変更がありましたので、私から執行

部の紹介を行いました後、宮崎県警察の組織に

ついて、それから、平成28年度歳出予算につい

ての２項目につきまして、警務部長から報告を

させます。

それでは、資料１をごらんいただければと思

います。

執行部名簿は、建制順となっておりますけれ

ども、席次につきましては、部長を第一列に配

置していますことから、名簿と席次順が異なり

ますので御了承いただければと思います。

まず、警務部長の新島警視正でございます。

警務部参事官兼首席監察官の廣澤警視正でご

ざいます。

生活安全部長の鬼塚警視正でございます。

刑事部長の西警視正でございます。

交通部長の金井警視正は、現在、病気入院で

欠席しておりますけれども、代理出席は、交通

部参事官兼交通企画課長の橋本警視でございま

す。

警備部長の片岡警視正は、全国サミット会議

で欠席しております。代理出席は、警備部参事

官兼警備第一課長の河野警視でございます。

警務部参事官兼会計課長の時任警視でござい

ます。

警務部参事官兼警務課長の長友警視でござい

ます。

生活安全部参事官兼生活安全企画課長の黒木

警視でございます。

総務課長の児島警視でございます。

少年課長の宮川警視でございます。

生活環境課長の重山警視でございます。

交通規制課長の中嶋警視でございます。

運転免許課長の首藤警視でございます。

以上が、本日出席の警察本部執行部のメンバ

ーでございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

私からは以上でございます。

○新島警務部長 初めに、警察本部の組織の概

要について御説明申し上げます。少し長くなり

ますので、座らせて説明させていただきます。

まず、本県警察の組織でございますが、お手

元に配付しております資料２、宮崎県警察の組

織についてをごらんください。
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本県警察は、宮崎県公安委員会の管理のもと、

警察本部に５部24課１所４隊を置くとともに、

警察学校を附置し、さらに、県内に13警察署を

設置しております。

警察本部各部の業務の概要でございますが、

警務部につきましては、広報、会計、人事、監

察、教養及び福利厚生に関することなどを、生

活安全部につきましては、犯罪の予防、地域警

察、通信指令、少年の健全育成、サイバー犯罪

や生活経済事犯等の捜査及び風俗営業、質屋営

業等の許認可に関することなどを、刑事部につ

きましては、殺人、窃盗、詐欺等犯罪の捜査、

暴力団、薬物、銃器の取り締まり等組織犯罪対

策及び犯罪鑑識・科学捜査に関することなどを、

交通部につきましては、交通安全対策や交通規

制、交通指導取り締まり、交通事故に係る犯罪

の捜査及び運転免許に関することなどを、それ

ぞれ所掌しております。

また、警察署には、その下部機構としまして

は交番及び駐在所など172施設を設置し、県民の

安全と平穏の確保に努めているところでありま

す。

次に、本県警察職員の定員につきましては、

平成28年４月１日現在、警察官2,026人、一般職

員321人、合計2,347人であります。

なお、本年春には、全国的にストーカー・Ｄ

Ｖを初めとする人身安全関連事案が増加傾向に

あることから、警察本部の生活安全部、刑事部

及び警察署に専従員を増員配置して人身安全関

連事案への対策を強化したほか、全国的に振り

込め詐欺を初めとする特殊詐欺の被害は、憂慮

すべき情勢にあり、本県でもその対策が急務で

ありますので、捜査第二課に増員配置して特殊

詐欺対策を強化したところでございます。

このほか、銃砲、風俗営業、警備業などの許

認可事務に関して、合理的な許可等事務の管理

と組織的対応力の強化を図るため、生活環境課

内に許可等事務管理室を設置するなど、本県警

察の運営重点であります県民の期待と信頼に応

える力強い警察の確立を目指した組織改編を実

施したところであります。

続きまして、警察本部の平成28年度歳出予算

の概要等につきまして御説明いたします。

本県警察では、平成28年の運営方針を県民の

期待と信頼に応える力強い警察とし、運営重点

として、事態対処事案への迅速・的確な対応等

の７項目を掲げておりますが、歳出予算は、こ

の運営重点を柱とした各種施策を実行するため

の事業費と治安維持に必要な経費を措置してお

ります。

それでは、お手元にお配りしております資料

３、平成28年度歳出予算についてをごらんくだ

さい。

最初に、１の平成28年度予算の概要について

御説明いたします。

警察本部の平成28年度の歳出予算額は、恩給

及び退職年金費を除きまして、271億4,958

万9,000円であります。

この予算額は、昨年度と比べますと、人件費

につきましては、勤勉手当の支給率が0.1カ月分

ふえたことなどにより5,617万1,000円の増額、

人件費以外の物件費につきましては、平成28年

度予算において、道路交通法の一部改正に伴う

システムの改修費等が多額となることなどから、

１億6,393万4,000円の増額となり、総額では、

２億2,010万5,000円の増額、率にしますと対前

年度比0.8％の増となっております。

次に、２の主な事業について御説明いたしま

す。

なお、それぞれの事業の頭に○新 と表示してお
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りますが、○新 とは平成28年度の新規事業でござ

います。そのほか、頭に何も表示していないも

のは既存の事業でございます。

それでは、平成28年度の主な事業を順番に御

説明いたしますので、次のページの資料をごら

んください。

まず、資料３の１の「警察航空機（ひむか）

性能強化整備事業」でありますが、事業の目的

につきましては、警察航空機ひむかは警察のヘ

リコプターですが、空気中に浮遊する火山灰を

構成する物質である二酸化ケイ素が、飛行中に

エンジンの燃焼による熱により溶けてしまい、

エンジン内部に付着して、その結果、エンジン

性能が低下し、航空法に基づく基準を満たさな

くなり飛行できなくなりましたことから、平成27

年度２月補正予算において予算額を増額し、エ

ンジンの交換を実施したところです。

そこで、平成28年度におきましては、同様の

症状を発生させないために、エンジンに流入す

る火山灰等の異物を除去するためのフィルター

を整備するものであります。

事業の概要としましては、警察用航空機は、

平成23年３月に警察庁から配備されております

が、今後同様なふぐあいを生じさせないため、

機体・エンジンメーカーが推奨するＩＢＦと呼

ばれる、いわゆるフィルターをエンジンの吸気

口付近に設置することにより、エンジンの性能

低下を防止するものであります。

なお、整備費用の約半分は国の補助金が充当

されます。

事業効果としましては、警察用航空機は、犯

罪捜査や災害時の被害状況及び被災者の確認、

また、人命救助等で活躍しておりますが、フィ

ルター設置後は、さまざまな状況下でも飛行す

ることが可能となり、新燃岳を管轄する当県に

おいても、火山の爆発など災害時等における有

事体制の強化が図られるものであります。

続きまして、次のページの資料３の２をごら

んください。

「運転免許保有者の認知症等対策推進事業」

につきまして御説明いたします。

事業の目的につきましては、高齢社会の進展

に伴い運転免許保有者も高齢化が進み、全国的

に加齢による認知機能及び身体機能の低下、ま

たは、脳梗塞、てんかん等、一定の病気に起因

する重大事故が後を絶たない状況であり、当県

におきましても、昨年10月に宮崎駅前における

てんかんの持病がある高齢運転者が歩道を暴走

し、死傷者７名を出す悲惨な事故が発生してお

ります。したがいまして、病状によっては、免

許の停止や取り消し、または返納が必要な場合

もございます。

そこで、運転免許保有者の病気等による運転

への影響を判断するためには、免許更新時等の

病状の確認や運転適性相談への対応が重要とな

ります。こうした観点から、認知症や一定の病

気を抱えている方、加齢により運転に不安を抱

えている高齢者やその家族からの相談に、より

きめ細やかに対応するための体制を強化し、交

通事故抑止対策の推進を図るものであります。

事業の概要としましては、これまでも運転適

性相談業務につきましては、警察職員が行って

おりますが、本事業では、医療の専門的知識を

有する看護師４名を非常勤職員として採用し、

宮崎、都城、延岡の各免許センターに計４名配

置して運転適性相談業務等を行ってもらい、相

談体制のさらなる強化を図るものであります。

事業効果としましては、看護師の配置により、

県民がより気軽に相談できる環境が整い、相談

者が増加するとともに、医療の専門的な見地か
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ら的確な助言・指導を行うことで、医療機関へ

の早期の受診や免許返納等がスムーズに促され

るなどの効果が見込まれており、結果的にさら

なる交通事故抑止が期待されるものと考えてお

ります。

続きまして、次のページの資料３の３をごら

んください。

「道路交通法の一部を改正する法律に伴う運

転免許整備事業」につきまして御説明いたしま

す。

事業の目的につきましては、改正道路交通法

が平成29年３月に施行予定であり、75歳以上の

高齢運転者対策及び準中型免許という車両総重

量3.5トン以上7.5トンまでの車両を運転できる

免許種別が新設されることにより、各種整備を

行うものであります。

事業の概要としましては、新しく導入される

準中型自動車３台の購入、同免許の技能試験に

対応するための試験コースの立体障害物等改修

費、75歳以上の高齢運転者を対象とした臨時認

知機能検査及び臨時高齢者講習の導入に伴い、

その対応に多大な時間を要することから非常勤

職員４名の増員、また、これらの改正に伴い、

運転免許に関する各種電算システムの改修等を

実施するものであります。

事業効果としましては、高齢者につきまして

は、安全運転に対する意識の醸成が図られると

ともに、準中型自動車に関する整備を行うこと

で、同新規免許種別に対応した運転免許試験を

適正かつ円滑に実施することができるものと考

えております。

続きまして、次のページの資料３の４をごら

んください。

「交通鑑識強化のための機器整備事業」につ

きまして御説明いたします。

事業目的につきましては、交通犯罪の解決を

求める県民の期待に応えるためには、交通事故

現場における正確な速度鑑定や挙動解析を実施

する必要があります。

また、車両の損傷状況から判断する当事者間

の過失割合の判定等、公平で正確な実況見分が

重要で、そのためには交通鑑識の強化が求めら

れるところであり、交通事故の現場において、

高度・精密な交通鑑識活動を実施するための３

次元測定器である３Ｄレーザースキャナーを整

備するものであります。

事業概要としましては、交通鑑識の中心であ

る警察本部の交通事故鑑識係に３次元測定器、

３Ｄレーザースキャナーをリースにより配備し、

県内における交通死亡事故等の重大事故に対応

いたします。

現在使用しております既存の測定器では、25

メーター当たり約12.5センチの誤差を生じてお

りましたが、３次元測定器は、25メートルで約

２ミリの誤差しか生じないため、飛躍的に精度

が向上し、また、現場の状況を測定後、最大で

も６分程度で図面を作成することが可能となり

ます。

そのほか、曲線道路を計測し、走行時の限界

速度の分析、車両のタイヤ痕等から車両挙動の

解析、車両の損傷状況から衝突速度を求めるこ

とが可能となるものであります。

事業効果としましては、正確な交通事故分析

が可能となり、加害者・被害者の区別なく事故

関係者にとって公平で公正な真相解明ができま

す。

また、短時間で交通事故現場の計測が可能で

あることから、長時間にわたり交通を遮断する

必要がありません。

加えまして、警察官が道路上で作業する必要
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がないことから、受傷事故防止も図られるもの

と考えております。

続きまして、次のページの資料３の５をごら

んください。

「ＧＩＳ（地理情報システム）による交通事

故総量抑止対策事業」につきまして御説明いた

します。

事業目的につきましては、県内において交通

事故は日常的に発生し、平成27年中は、人身事

故が１日当たり約26件、物損事故を含めると１

日当たり約90件発生しております。

交通事故を抑止する方法として、交通事故の

発生箇所、発生路線、発生時間帯及び道路形状

等の詳細な分析に基づいた対策が有効とされて

おり、そのために視覚的に分析できるＧＩＳ機

能を有した最新のシステムを導入することによ

り、交通事故の総量抑止対策を推進するもので

あります。

事業概要としましては、既存の交通事故事件

捜査支援システムは、これまでの交通事故に係

る各種情報を文字データで管理しているシステ

ムですが、このシステムに、ＧＩＳ機能を加え、

蓄積された事故データを地図上にマッピングし

て、視覚的に交通事故発生地点の密度、路線、

時間帯、エリア分析等を行うものであります。

事業効果としましては、交通事故の多発地点

や時間帯等を視覚的かつ精密に絞り込むことが

可能となることから、地点や時間帯を絞ったこ

とにより効果的な交通安全教育及び交通指導取

り締まりを実施することができます。

また、地図上にマッピングした事故データを、

県警ホームページを利用して県民に対しても交

通事故実態を視覚で訴えることができることか

ら、よりわかりやすく効果的な広報啓発が期待

でき、また、交通事故の総量抑止が図られるも

のと考えております。

続きまして、次のページの資料３の６をごら

んください。

「証拠能力確保のための多機能カメラ整備事

業」につきまして御説明いたします。

事業目的は、全国で重要・凶悪犯罪等の事件

が報じられており、その検挙事例において街頭

カメラ等の映像が大きな役割を果たしておりま

す。

大阪の繁華街において、少年と少女が連れ去

られ、その犯人の特定に街頭カメラの映像を分

析し、車両を特定した事例など記憶に新しいと

ころでございます。

近年の刑事裁判では、視覚的立証が重要視さ

れ、特に写真やビデオカメラの映像は立証効果

も高いところであります。

また、否認事件が増加するなど、捜査を取り

巻く環境も変化しており、これまで以上に客観

証拠によって事件を立証しなければならないこ

とから、客観証拠を採証するための多機能カメ

ラ、画像解析装置を整備するものであります。

事業概要としましては、犯罪現場などで鑑識

係や捜査員が使用するデジタルカメラとコンパ

クトカメラを計85台、夜間でもカラー撮影が可

能な夜間高感度カメラを１台、コンビニ等の防

犯カメラの映像を鮮明化でき、また、持ち運び

が可能なモバイル型画像鮮明化処理装置を１台、

整備するものであります。

事業効果としましては、最新の機器の導入に

より客観証拠の採取、分析がより高度化され、

立証措置への有効活用が図られることから、事

件の検挙及び早期解決が図られるものと考えて

おります。

最後に、次のページの資料３の７をごらんく

ださい。
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「交通安全施設整備事業費」につきまして御

説明いたします。

事業の目的につきましては、交通事故及び交

通渋滞の状況を把握し、交通管制センターの機

能向上や信号機及び道路標識等を整備し、交通

事故の防止や交通の円滑化を図るものでありま

す。

事業の概要としましては、最初の交通管制及

び信号機改良等整備費は、交通安全施設等整備

事業の推進に関する法律施行規則で定められた、

交通量が多く事故が多発している道路や、市街

地における歩行者の事故が多い道路及び交通事

故が多発するおそれのある道路等の指定された

道路区間において、交通管制や信号機のＬＥＤ

化等の信号機改良、道路標識の整備等に係る経

費であり、国庫補助対象事業であります。

次の信号機新設、道路標識及び道路標示等整

備費は、信号機の新設、道路標識及び道路標示

等の整備に係る経費であり、県単独事業であり

ます。

次の円滑化対策事業費は、交通渋滞を解消し、

地域における交通の円滑化を図る必要がある場

所を円滑化対象地区として指定し、指定された

場所について信号機新設や道路標識等の設置を

行うための経費であり、国庫補助対象事業であ

ります。

次のコンクリート製信号機柱の鋼管柱化は、

現在はコンクリート製である信号柱を災害等に

強い鋼製の鋼管柱に移行する事業であり、国庫

補助対象事業であります。

以上が事業の概要でありますが、これらの事

業において、平成28年度は信号機の新設数を16

基とする計画であり、前年度と比較して４基ふ

やしております。

事業効果としましては、交通事故や交通渋滞

の実態に即した計画的な交通安全施設を整備す

ることで、交通事故の抑止と交通の円滑化が図

られ、県民の生命の保護と交通環境の向上が図

られるものでございます。

私からの説明は以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりましたが、質疑はございませ

んでしょうか。

○中野委員 ちょっと教えてください。デジタ

ルカメラとコンパクトカメラの違いは何ですか。

○西刑事部長 一眼レフカメラということと、

デジカメの２つの種類です。

○中野委員 みんなデジカメなのでは。

○西刑事部長 どちらもデジカメで、一眼レフ

と普通のコンパクトデジカメということです。

○緒嶋委員 ひむかの問題ですけれど、前から

早くフィルターがつくことを期待しておるんで

すけれども、まだ、かなりの月数がかかるとい

うようなことを聞いたんですが、特に、熊本の

ような地震があったときにも、宮崎から近隣の

警察ヘリが全然動かないというのは、じくじた

る思いじゃないかなと思うんです。やっぱり一

日でも早く宮崎県に、返してもらわないといけ

ないわけですが、このめどはことしの秋ぐらい

というような説明じゃなかったかなと思うんで

すけれど、どうなっておるわけですか。

○鬼塚生活安全部長 ヘリがこちらに返ってく

る時期ですが、もともとは４月、ゴールデンウ

イーク前に返る予定でございましたけれども、

最後の点検の際にエンジン部分に、さらに別の

故障が見つかりましたので、今、業者と修理に

ついて検討していて、早ければ５月中には返っ

てきます。

フィルターは、その間、業者が別につくって

おりますので、一回返ってきまして、フィルタ
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ーがつけられるまでの間は、また、こちらで活

動いたします。

○緒嶋委員 であれば、フィルターがつくまで

は飛行範囲をある程度限定しないと、新燃のほ

うを通るとまた、そういういろいろなものが付

着するおそれはあるわけですね。

○鬼塚生活安全部長 そのとおりです。火山灰

の二酸化ケイ素と申しますのは、通常、車の上

に降る灰というのと違いまして、空中を浮遊し

ているものでございますので、必ずしも新燃岳

近くだけにあるというものではございませんが、

火山の近くも考慮しつつ、県内至るところで要

請があれば活動をする予定でございます。

○緒嶋委員 ヘリが飛ばない期間は今までどの

くらいあるわけですか。

○鬼塚生活安全部長 昨年の11月に点検とエン

ジンの交換のために入りまして、11月から現在

まで、それと、早くて５月までという形で、今、

入庫しております。

○緒嶋委員 これは整備が整わなければ、100％

の機能が発揮できないわけですので、こういう

ことは、一番残念なことであります。整備が完

全に終わらなければどうにもなりませんけれど

も、できるだけ早く整備を完了して、県民の期

待に応えられるような体制をとる必要があると

思いますので、そういう気持ちで努力していた

だきたいと要望をしておきます。

○渡辺委員長 もし、ヘリの関係がありました

ら。いかがですか。

○中野委員 ちょっと一つ、いいですか。物質

が空中に、何も火山灰だけじゃなく、空中にあ

るという話であれば、空中にある濃度によって

フィルターをつけたり、つけなかったりするわ

けですよね。そういうことであれば、みんなフィ

ルターをつけとらんと、どこを走ったときにい

つ何がつくかって、わからずに、故障の議論を、

ずっと重ねてきたということになりはせんです

かね。

○鬼塚生活安全部長 この二酸化ケイ素という

のは、先ほど言いましたけど、目に見えないも

のですから、どこに浮遊しているのかよくわか

らないというところがございまして、議員が御

指摘のとおり、濃度の測定とかいうのもできる

のかどうか、ちょっとこちらもわからないとこ

ろがございます。ただ、メーカーに聞きますと

ころによると、このような形でエンジンにふぐ

あいが起こったのはこの１機しかないというこ

となので、地理的には非常に特異な状況であっ

たのかなとは思ってます。

○髙橋委員 フィルターの設置は、いわゆる永

久的になるわけですよね。だから、つけた後は

万全な飛行機の状態になるということで理解を

していいんですよね。

○鬼塚生活安全部長 このフィルター設置によ

りまして、異物は99％以上、除去できるという

ことで聞いておりますので、今後はこのような

事態は起こらないと考えております。

○髙橋委員 別の件でいいでしょうか。道路交

通法の改正の関係で、これは、一ツ葉免許セン

ターのことですよね。それで、そこを確認した

上で質問をしますけれど、新たな免許種別がで

きることによって、車両の購入とか立体障害物

とか、いろいろ整備をされるわけですけれど、

民間の自動車学校がありますよね。ここでは、

こういう整備をしないと免許を取れないという

ことですよね。

○首藤運転免許課長 県内に17の指定校があり

ますけれども、今現在、10校が中型免許という

のを実施しております。これが引き続き、準中

型免許というのが試験できるという形で進んで
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いくことになると思います。

○髙橋委員 中型免許の機械があるから、7.5は

ちっちゃいから、そこをカバーできるというこ

とで理解をするんですね。

○首藤運転免許課長 中型免許で試験というの

ではなくて、新たに車の購入等はしていただく

ことになると思います。大きさが普通車と同じ

なんですけれど、高さが違いますので。それに

伴った試験コースのポールの位置とか、その辺

の改修等も必要になってきます。

○髙橋委員 そこを私は質問をしたつもりなん

ですけれど、だから、道路交通法改正によって

民間の自動車学校も施設整備をし直したという

ことですよね。

○首藤運転免許課長 まだ、やってはおりませ

んけれども、そうなってきます。

○渡辺委員長 ほかにいかがでしょうか。

○押川委員 ３の２でありますけれども、高齢

社会の中で、本当に脳梗塞とかてんかんとか、

いろんな病気あるいは認知症あたりもあるわけ

ですが、これは免許更新のときに、適性判断か

何かのときに相談を受けるとか、そういう状況

になってるんですか。

○首藤運転免許課長 適性相談は更新のときに

も受けますけれども、それ以外にも電話、訪れ

た人とか家族、その他大勢、相談を受ける体制

をとっております。

○押川委員 こういう方というのは、病院あた

りでもある程度症状がわかるから、そういう診

断というのは出てると思うんですよね。そうい

う方々が更新に来られて、より悪いという判断

があったときには、もう免許更新ができないと

か、そういうあたりまで踏み込んだ相談になる

んですか。

○首藤運転免許課長 相談は、まず、更新に来

られた方は質問票にチェックをしていただいて、

過去５年以内に意識を失ったとか、そういう病

状がある方は、看護師さんが相談を受けて内容

を聞きまして、それであれば診断書を提出して

いただきたいという相談をするわけです。その

診断書が提出されて運転継続可という診断であ

れば、そのまま運転可ということです。運転が

だめという形になりますと、取り消し、停止と

いう形になってまいります。

○押川委員 わからない部分もありますけれど

も、個々の判断に委ねられる部分も出てくるか

なという気がいたします。

それと、４名の方が宮崎、都城、延岡という

ことですが、何人か交代でやられるということ

で理解をしていいんですか。１週間なら１週間、

１人の方がずっとされるということじゃないわ

けですよね。

○首藤運転免許課長 都城と延岡に配置してる

看護師については、毎日勤務、非常勤職員です

ので６時間勤務という形になります。宮崎セン

ターにおいては２人おりますけれども、２人と

も毎日勤務で６時間勤務という形で受けており

ます。それぞれが受けるということになります。

○押川委員 それ以外の、例えば警察署管内で

免許証更新があるときの対応はどうされる考え

か、ちょっとお聞きをしたい。

○首藤運転免許課長 適性相談を警察署でも受

けます。受けた者はシステムに入力しまして、

宮崎免許センターでそのシステムを一元管理し

まして、診断書の提出が必要とか、そういった

ものの指示等を行っていきます。警察署の場合

は、受理したらそのままセンターに送るという

形になって、センターから指示をしていくとい

う形になります。

○髙橋委員 関連です。あくまでもこれは自己
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申告ですよね。だから、ここで全てをチェック

することはもちろんできないし、これはこれで

私はある程度の効果は出てくるとは思うんです

が、今までもやられてきましたけれども、高齢

者クラブとか地域で福祉のサロンとかよくやっ

てらっしゃいますが、そこに行って、やんわり

と促していく、そういう地道な活動が必要なの

かなと。あくまでも自己申告だから、本人は絶

対運転免許を切りかえるために行ってるんだか

ら、通常は自分の都合の悪いことは余り書かな

いですよね。そこら辺も承知の上でこの事業と

いうのは取り組まれるんでしょうから、いろん

な地域の活動と連携していただくとある程度、

効果も出てくるんじゃないかと思います。

○日髙副委員長 免許は自主返納ということで、

宮崎は車社会なんで、なかなか免許を返すとい

うのは大変なことだと思うんですけれど、高齢

者となると、てんかんだったりいろんな可能性

が出てくるところであって、そういう高齢者向

けに新たな交通機関に対する、例えばｎｉｍｏ

ｃａだったり、そういうものが便利に使われま

すよという。免許を持ってる方は、ふだん、車

に乗ってる方というのは交通機関をほとんど利

用されないと思うんです。そのときに、そうい

う指導法とかを免許センターでされると、じゃ

あ、免許を返しにいこうかなという思いになら

れるんじゃないかなと思うんです。

僕も実際、最近ですけれども、去年からバス

に乗り始めたんですが、ずっと乗ったことがな

かったんですけれど、実際に乗ってみると、あ

あ、結構使えるな、便利なんだなということも

あったので。そういう免許センターで高齢者向

けの方に、例えばタクシーはふだんの人よりも

安く乗れますよとか、そういう部分を指導して

いくのもいいんではないかなと思うんですけれ

ど、そういう形は全くとられていないんでしょ

うか。

○橋本交通企画課長 今の御質問にありました

制度につきましては、私たち、運転免許返納メ

リット制度というくくりで掌握をしてるところ

でございます。これは、各地区によってさまざ

まな制度があって、例えば、交通機関の料金の、

バスの料金の低減であったり、入浴、宿泊割引

であったりとか、いろいろです。

今、副委員長がおっしゃられました、高齢者

に交通の利便を図るという制度も、全般ではご

ざいませんけれども、県内各地であるところで

ございます。これを自治体も含め、関係機関、

団体とあるいは民間業者と連携して拡充を進め

ているところでございます。28年３月現在で85

制度、225事業所ということで、バス会社、タク

シー会社なども含めて取り組んでいただいてい

るところであります。この情報を運転免許課、

同じ交通部でございますので情報を共有して、

その方の居住地に合ったメリット制度があるの

かという教示はやってまいりたいと考えている

ところでございます。

○日髙副委員長 ありがとうございます。確か

に、その地域によってメリットの部分も違うと

思いますんで、一人でも多くの方に拡充をお願

いいたします。

○有岡委員 ４番になりますが、３Ｄレーザー

スキャナーについてお尋ねしたいと思います。

この予算の中で５カ年事業ということで、リ

ース事業となっておりますが、これは、機材と

しては１台の機材ということでよろしいんで

しょうか。

○橋本交通企画課長 28年度に措置しましたの

は、１台を導入するということでございます。

警察本部の交通鑑識に導入をいたしまして、県
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内で複雑な事故とか精密な捜査が必要な事故に、

現場に持っていって測定をするということで、

この効果が広がれば、将来的に拡充をしたいと

考えているところでございます。

○有岡委員 ちなみに、今おっしゃるように、

今後それぞれ普及をされれば警察官の負担も減

るということで大変いいことだと思うんですが、

リースでなければなかなか難しい、購入するま

での技術が、まだそこまでスキルがないとか、

そういった事情があって、購入ということは今

後、考えるということでよろしいんでしょうか。

○橋本交通企画課長 非常に高価、精密な機械、

それからソフトでございます。それをずっと維

持すること、ランニングコスト等を考えますと

リースが妥当であるという考え方で、今リース

を新年度予算で措置をいただいたところでござ

います。

○中野委員 私は今回の震災をいろいろ見てい

て、自助、共助とかありますけれど、警察とし

ての役割の中で今回の地震情報をとったりする

中で、例えば、まだ、交番が倒壊をしたとか、

そういう情報はなかったですけれど、今回の熊

本の地震を受けて、県警としてこういうところ

は教訓として、あるいは、今後、県警としては

何か新たな対応をすべきだとか、そういうこと

はなかったですか。

○河野警備第一課長 現在、各部門、各警察署

に対しまして、今、委員が言われたとおりアン

ケート調査を実施しております。その結果を受

けまして、それを集約しまして、全てフィード

バックをしまして、今後の警備活動に生かして

いきたいと考えておるところでございます。

○中野委員 熊本で交番所の倒壊とか、そうい

うのはなかったんですか。

○河野警備第一課長 一部、損壊をした部分は

あると思いますけれども、全倒壊とか、そうい

う報告は現在のところ受けておりません。

○中野委員 ぜひ検証をしてもらって、検証を

生かして災害対応をお願いしたいと思います。

○緒嶋委員 私は高千穂なんですが、一番熊本

地震に近かったんですけれども、橋が落ちたと

ころは落ちて、熊本へは交通路等が閉ざされた

ような感じになるわけです。そういうときの連

携というのは、両県の県警ではどういう形でス

トップ、これは通行どめとかいうタイミングと

いうか、ここはだめだとかいうのは、それはど

ういう時点で決めるわけですか。県境を挟んだ

場合。

○橋本交通企画課長 まず、交通の規制の状況

と申しますか、その情報は、所轄県警から受け

るという状況にしか入手手段がございません。

これにつきましては、早急に警備部と情報を共

有して部隊活動の際のルートを決定する、ある

いはそれに見合う交通信号の整理要員が必要か

という点につきましては、交通部で判断をする

という体制になっております。

○緒嶋委員 これが、信号機もだめだとかいう

ことになると、直進する、右折、左折をする車

があると、事故の大きな要因にもなるわけです。

これは仕方がないことだけれど、そういう県内

の場合は割と統制がとれやすいと思うんです。

あれだけの地震があって熊本との連携をとれと

いっても、信号も電話もうまくいかないという

ようなことになると、緊急的な連携というのは、

今度の場合は熊本が中心で、大分も絡んでおり

ますけれども、宮崎県の高千穂は割と被害が少

なかったにせよ、震度５強ぐらいはあったから

揺れは激しくて、落石とかあったけれど、そう

いう中ではお互いの警察の使命は、安全安心と

いう意味からも、被害は少なくても今後教訓に
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すべきところが幾つもあるんじゃないかなと。

そういうことでは、まだ今は熊本も、大分も

ああいう状態だから、そういう事後の、今まで

のことを精査をするような時期ではないと思い

ますけれども、今後においては、宮崎でまた南

海トラフとかいう巨大なものが発生したら、実

際これは大変なことになると思うんです。私は

パニック状態になると思うんです。そういうこ

とを含めた場合、最悪を想定した、警察業務と

いうのはどうあるべきかということを常日ごろ

私は検証というか、検討することは大変重要じゃ

ないかと思います。

想定外ということをある程度想定したものを

考えていかないと、そういうことはあり得んで

はだめで、今度の震度７が２回来るというのは

今までに想定はなかったわけです。それが、想

定外が来て被害が大きくなったということ。だ

から、想定外も想定のうちに入れて議論をする

というのが今からの大きなテーマになってくる

んじゃないかなという気がしますので、警察と

してどうあるべきかということは、これは警察

庁を中心になるのかもしれませんけれども、十

分な議論というか、検討はしてほしいなという

ことを強く、要望をしておきます。また、気象

庁はまだ活発な地震活動が行われておると言わ

れておりますので、はっきり言って、もう何が

起こるかわからんわけです。そういうことを考

えた場合に、警察はやはり安心安全のためにど

うあるべきかということは、常日ごろやっぱり

そういうものを頭に置きながら業務を進めてほ

しいなということを強く要望をしておきます。

○橋本交通企画課長 ただいまの要望に関して

１点だけ。

警察には、広域緊急援助隊、これは刑事部門、

交通部門、それから救援部門ということで平素

から組んでおります。隊員を指定しております。

交通部門で申し上げれば、交通部、中心は交機

隊と高速隊、12名の隊員が指定になっておりま

して、今回の熊本地震におきましては、14日の

深夜、まだ目的地、任務もないまま熊本に出発

をしたところでございます。向こうに着きまし

て、具体的任務付与を受けて配置についたとい

うことでございます。

○河野警備第一課長 今、広域緊急援助隊とい

うお話がありましたけれども、さっきの、緒嶋

委員の質問と関連をしますけれども、広域緊急

援助隊というのは、警備部隊、交通部隊、刑事

部隊からなっております。これは、阪神・淡路

大震災、東日本大震災を受けて、拡充をして強

化をしておるところでございます。この部隊は

全国に展開をいたします。今、緒嶋委員が言わ

れたように、県境であった場合はこういう広域

緊急援助隊が出ます。その交通部隊が、先ほど

質問にされたのには対応をいたします。今回の

熊本地震では３号線、ここで信号が滅灯をして

おります。ですから、手信号で警察官を要所、

要所に使って、宮崎部隊の交通部隊は３号線で

その交通路を確保したという状態でございます。

○緒嶋委員 いいですか。特に、時任前署長が

おられますけれども、高千穂署なり小規模は、

応援に行きたくても行く陣容がいないわけです。

今度の新しい署長さんに応援に行かれました

かって聞いたところ、いや、地元を守るために

応援に行くだけの陣容がありませんので、言わ

れたようなことで対応をしてもらいましたとい

うことでありました。やっぱりそれぞれの事情

があって、いつまた大きなのが来るかわからな

いと、高千穂署の場合は自分のところを守るの

が先だというようなこともあって、そういう点

では、行きたくても行けるような陣容ではあり
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ませんということであります。そういう組織が

充実することは大変重要だと思いますので、今

後ともそういう配慮のもとに機動的に行動がで

きるように、ぜひ頑張ってほしいと思います。

○渡辺委員長 よろしいですか。ほかにありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって警察本

部を終わります。執行部の皆様、御苦労さまで

ございました。ありがとうございました。

暫時休憩します。

午前10時58分休憩

午前11時３分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会の委員となったとこ

ろでございます。

私は、このたび委員長に選任をされました宮

崎市選出の渡辺創でございます。一言、御挨拶

を申し上げます。

教育委員会の皆さんにおかれましては、宮崎

の未来を担う世代の皆さんなどを中心に、多岐

にわたった業務に取り組んでいただいてるとこ

ろと理解をいたしております。国体等も控えて、

さまざまな案件、重要な案件が多いかと思いま

すので、我々も一生懸命、１年間、務めてまい

りますので、ひとつよろしくお願いいたします。

次に、委員の皆様を紹介をいたします。

まず、私の隣が宮崎市選出の日髙副委員長で

ございます。

次に、向かって左側ですが、西臼杵郡選出の

緒嶋委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

向かって右側になります。日南市選出の髙橋

委員でございます。

宮崎市選出の有岡委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の木下主幹です。

副書記の西久保主幹です。

それでは次に、教育長の御挨拶、また、幹部

職員の紹介並びに所管業務の概要説明等をお願

いいたします。

○四本教育長 ４月１日付で教育長に就任をい

たしました四本でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

委員の皆様には、かねてから本県教育の振興

のため、御指導、御鞭撻を賜り、心から感謝を

申し上げます。平成28年度におきましても、本

県教育のさらなる充実を図るため、誠心誠意努

めてまいる所存であります。委員の皆様の御指

導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。

説明に入ります前に、熊本・大分両県を震源

とする地震に関して、県内の学校や児童生徒等

への影響について御報告させていただきます。

今回の地震により本県の学校等の施設も一部、

ひび割れや水漏れ等の被害が出ておりますけれ

ども、休校の措置をとった学校はございません

でした。また、今回の地震等による児童生徒の

心のケアにつきましても、スクールカウンセラ

ー等の活用や圏域を越えての派遣について、既

に地元教育委員会に通知を行い、学校や児童生

徒に対するきめ細かな対応を図ることとしてお

ります。

お手元の常任委員会資料の１ページをお開き

ください。

まず、教育委員会事務局の幹部職員を御紹介

申し上げます。
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教育次長（総括）の片寄元道です。

教育次長（教育政策担当）の川越良一です。

教育次長（教育振興担当）の坂元厳です。

総務課長の亀澤保彦です。

財務福利課長の大西敏夫です。

学校政策課長の飯干賢です。

学校支援監の金子文雄です。

特別支援教育室長の川越浩司です。

教職員課長の西田幸一郎です。

生涯学習課長の恵利修二です。

スポーツ振興課長の古木克浩です。

文化財課長の向井大蔵です。

人権同和教育室長の米村公俊です。

県立図書館長の福田裕幸です。

県立美術館副館長の四位久光です。

県総合博物館長の長友重俊です。

県立西都原考古博物館長の田方浩二です。

県埋蔵文化財センター所長の谷口武範です。

なお、課室長補佐につきましては、資料１ペ

ージの名簿の記載をもって紹介にかえさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。

次に、２ページをごらんください。

教育委員の構成についてであります。教育委

員は５名であります。島原俊英委員ほか、ごら

んのとおりであります。

次に、３ページをごらんください。

第二次宮崎県教育振興基本計画であります。

本計画は、昨年９月に県議会で議決をいただい

たものであります。

一番上の四角囲みにありますように、計画の

スローガンとして、未来を切り拓く心豊かでた

くましい宮崎の人づくりを設定するとともに、

その下の四角囲みにありますように、本計画を

通して目指す具体的な人の姿を３つの目指す県

民像として設定をいたしました。ページ下、５

つの四角囲みに示しているとおり、５つの施策

目標を掲げ、目指す県民像の実現に向けて、今

年度もしっかりと取り組んでまいります。

次に、４ページをごらんください。

教育委員会の平成28年度当初予算であります

が、表の下から５段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。一般会計の合計

は、1,072億8,525万9,000円であります。

また、下から２段目の太線で囲んであります

合計の欄をごらんください。特別会計の合計

は、14億8,391万9,000円であります。

総額は、一番下の欄に記載をしておりますよ

うに、総計で1,087億6,917万8,000円であります。

２つ右の欄になりますが、これは、平成27年度

６月補正後予算額に対しまして２億2, 3 5 8

万7,000円の増、率にしまして対前年比100.2％

となっております。

続きまして、５ページをごらんください。

県教育委員会事務局の組織体制をお示しして

おります。

また、次の６ページから14ページまで、各課

室ごとの組織及び事務を記載しております。後

ほどお目通しをいただきたいと思います。

続きまして、15ページと16ページを、あわせ

てごらんください。

先ほど御説明いたしました第二次宮崎県教育

振興基本計画の施策の体系に沿いまして、平成28

年度の教育委員会の主な事業をお示ししたもの

でございます。

私からの説明は以上でございますが、引き続

き、担当各課室長から17ページ以降に示してお

ります主要事業につきまして、さらに、その他

の報告事項として、平成28年度の家庭教育を支

援するための施策の取りまとめについて説明を

させますので、よろしくお願いいたします。
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○飯干学校政策課長 学校政策課関係につきま

して、委員会資料により新規・改善事業を御説

明いたします。

常任委員会資料の17ページをごらんください。

新規事業「子どもの学びを高める“ひむか”

の授業づくり推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、我が国

や県の将来を担う人財を育むためには、子供た

ちにしっかりとした学力を身につけさせること

が重要であります。このため、子供たち一人一

人が、「分かる！できる！」授業づくりに向けた

取り組みを進め、確実な学力の向上を目指して

まいります。

２の事業の内容でありますが、（１）学力につ

いて確実な実態把握と分析及び情報提供の推進

では、①にあります県独自の学力テスト、みや

ざき小中学校学習状況調査において対象学年を

拡大いたします。

また、②、③にありますとおり、調査結果の

集計システムの改修や各学校で学力分析ができ

るプログラムを開発してまいります。

（２）教職員の意識改革の推進では、①から

④にあります各学校の課題等に柔軟に対応する

支援体制の整備等により、各教科の指導力や学

力向上対策の普及・啓発を図ってまいります。

最後に、（３）市町村との連携強化の推進では、

県と市町村職員等による学力向上推進委員会を

設置し、課題や効果的な取り組みの共有など、

県と市町村が一体となって学力向上を推進して

まいります。

３の事業費は、1,534万6,000円であります。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

次に、18ページをごらんください。

新規事業「“確かな学力”を育む高校授業改革

推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、急速な

社会の変化に対応するため、生徒には基礎基本

の確実な定着に加え、課題の本質を捉え、解決

・発信する力が求められています。

そこで、生徒がみずから課題解決に取り組み、

その成果を発信できる力を身につける授業を推

進することで、確かな学力の育成を図ります。

２の事業内容でありますが、まず、（１）学校

が変わるでは、各県立高校が授業改革に取り組

み、校内研修会や公開授業等を実施したり、授

業改革体制づくりの核となる教員の養成を図り

ます。

（２）教員が変わるでは、教科指導の核とな

る授業改革推進リーダーを任命した公開授業の

実施や教科別の授業改革に係る研修会等を実施

して、教員の意識や教科指導力の向上を図る取

り組みを行います。

（３）生徒が変わるでは、探求型の学習活動

に取り組む学校が研究成果の発表会を実施した

り、授業改革推進リーダーが講師となり、大学

進学を希望する生徒に対する合同学習会を実施

し、これからの入試に対応できる力を育成しま

す。

３の事業費は、554万円であります。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

次に、19ページをごらんください。

新規事業「将来の社会的・職業的自立へ向け

た宮崎県キャリア教育推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、若者が

働く上でさまざまな課題がある現在、本県の子

供たちが社会的、職業的自立に向けて必要な基

盤となる能力や態度を育むことで、将来、社会

の一員として人生を豊かに生き抜き、社会貢献
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を果たすことができることを目指すものであり

ます。

２の事業の内容でありますが、（１）の子ども

たちが働くうえで必要となる基礎力をつける取

組では、ライフプランナーによる授業を実施し、

自分の将来設計をシミュレーションして、将来

の目標を実現する手段を学ばせます。

また、労働局の職員による講習会を行い、労

働基準法など、社会において必要な基礎知識を

身につける取り組みを推進します。

（２）の産学官が連携したキャリア教育の推

進では、まず、産学官代表によるキャリア教育

推進のための会議を開催します。

また、学校と地域社会、企業が一体となって、

社会人が講話を行う「よのなか教室」の実施や、

学校と地域や企業が一体となった研修会などを

行い、キャリア教育の推進に取り組みます。

さらに、キャリア教育の先進モデル地区の取

り組みを全県的に広げてまいります。

３の事業費は、766万8,000円であります。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

次に、20ページをごらんください。

改善事業「スクールソーシャルワーカー活用

事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、児童生

徒のさまざまな問題に対応するため、社会福祉

等の専門的な知識や技術を有するスクールソー

シャルワーカーの役割は大きいものがあります。

本県においても、年々スクールソーシャルワ

ーカーの派遣要請がふえており、現在の配置数

では十分な対応が難しい状況になっております

ので、スクールソーシャルワーカーの増員とと

もに、資質の向上を図ることにより、学校の教

育相談体制の充実を図るものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）にありま

すように、スクールソーシャルワーカーの配置

人数を４名ふやし12名とします。

あわせて、総稼働日数を本年度の800日から約

２倍の1,500日とし、小中学生に加え、高校生の

問題にも対応できる体制をつくります。

また、（２）にありますように、スクールソー

シャルワーカーの資質向上と人材確保のため、

協議会の増加や大学など関係機関との連携を強

化していきます。

３の事業費は、2,026万7,000円であります。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

次に、21ページをごらんください。

新規事業「見る、知る、体験する！高校生の

県内企業理解推進事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、本県が

活力ある社会を維持していくためには、人口減

少の要因の一つである社会減を防ぐ必要があり

ます。

平成27年３月卒業の本県高卒者の県内就職率

は54％と、全国的に見ても低い水準であり、若

者の地元定着が喫緊の課題となっております。

そこで、本事業は、生徒や保護者、教職員に

県内企業の魅力を理解させ、県内就職率の向上

とミスマッチによる早期離職防止を図ることを

目的としております。

２の事業の内容でありますが、（１）では、産

業関係団体と学校をつなぐ就職支援エリアコー

ディネーターを配置し、企業側から学校へ、継

続的かつ積極的に情報発信できるネットワーク

の構築を行います。

（２）では、生徒や保護者、教職員を対象と

した企業見学会や、企業が直接技術指導を行う

外部講師派遣など、県内企業が自社のよさをア
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ピールできるシステムを構築するために産業関

係団体と連携しながら取り組んでまいります。

３の事業費は、2,556万3,000円であります。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。

○川越特別支援教育室長 それでは、資料の22

ページをお願いいたします。

新規事業「キャリアアップ！特別支援学校高

等部生就労・自立支援事業」でございます。

まず、１の事業の目的・背景をごらんくださ

い。

特別支援学校高等部において、就労につなが

る意欲や技術を育成する本県独自の技能検定で

ございます特別支援学校流通サービスチャレン

ジ検定の実施やセミナー等の実施、企業等への

就労に向けた理解啓発を強化することで、特別

支援学校高等部生の就職率の向上と自立支援を

図ることを目的としております。

次に、２の事業の内容ですが、まず、（１）の

特別支援学校における自立支援体制の充実とし

まして、清掃業務の「メンテナンス」、接客業務

の「喫茶サービス」、文書の配送準備業務の「事

務サービス」、商品の点検補充業務の「商品管理」

の４つのチャレンジ検定を特別支援学校を会場

に県内４カ所で行いますとともに、担当教諭を

対象に、作業学習指導者養成研修を実施いたし

ます。このチャレンジ検定でスキルアップを図

る４つの技能は、将来、就労する際、どの職場

でも必ず求められる基礎的な力であると考えて

おります。

また、キラリ！自分発見、夢実現セミナーで

は、特別支援学校の卒業生などを招き、仕事と

余暇について講演会を年１回、全ての特別支援

学校で実施いたします。

次に、（２）企業等への理解啓発としまして、

特別支援学校自立支援推進員５名を５校に継続

して配置し、職場開拓や就労、離職防止、生活

に係る相談を実施いたします。

また、企業のための学校見学会では、企業関

係者に学校に来ていただき、技能検定や作業学

習の見学会を全ての特別支援学校で年１回実施

し、特別支援学校の取り組みを広く知っていた

だき、雇用に結びつけてまいります。

さらに、チャレンジ検定啓発プロジェクトと

しまして、毎年、工業会が中心となって実施し

ている、みやざきテクノフェアに参加して、チャ

レンジ検定上位者の生徒による清掃や接客など

のデモンストレーションを行うとともに、作業

学習で製作した作品を、複数の特別支援学校が

協力しながらコラボ展示や販売を行ってまいり

ます。

３の事業費は、185万9,000円でございます。

４の事業期間は、平成28年から30年度までの

３年間です。

５の事業効果ですが、障がいのある多くの生

徒が検定等を通して技能を身につけ、意欲を高

め、一般就労することにより、働く喜びや余暇

の楽しみを実感し、生活の質を向上させること

ができると考えております。

○恵利生涯学習課長 生涯学習課でございます。

資料の23ページをごらんください。

新規事業「「日本一の読書県」を目指した総合

推進事業」でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、読書は、

知識を得たり、心を耕したり、社会を生き抜く

力を養ったりする上で大変重要であり、本事業

は、子供から大人まで生涯にわたって読書に親

しむ環境づくりを推進するものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）は、本や

読書の魅力をさらに深めていくために、ブック
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フェアの開催や、県民からアイデアを募り、県

民の皆様が実施主体となる提案型モデル事業を

実施するものであります。

（２）は、学校や地域での読書活動の充実を

図るためには、その推進役となる方々の専門性

を高めることが重要ですので、各学校の図書館

担当職員や公立図書館職員の研修を充実してま

いります。

（３）は、県民が気軽に図書館の本を利用で

きるよう、新たな図書流通システムを導入する

ものであります。

24ページの上の図の右下にあります四角囲み

をごらんください。

新しい図書流通システムでは、利用者のニー

ズに素早く対応するため、本の発送を毎日行う

ことにより、利用者に届くまで最長10日ほどか

かっていたものが、依頼日の２日後には最寄り

の図書館に届くことになります。また、宅配サ

ービスも実施します。

次に、下の図をごらんください。

図書館未設置自治体等へのサービスのさらな

る充実を図るために、長年にわたり実施してお

りました移動図書館車「やまびこ」による配送

から、民間業者を活用した新しい配送方法へと

見直しを行うものであります。

年３回、１カ所１回当たり500冊程度の本を公

立図書室や僻地の学校等に送付します。４カ月

間は学校等が自由に本を活用することができ、

４カ月たつと新たな500冊の本と入れかえを行い

ますので、年間1,500冊の本が学校等に配送され

ることになります。

この方法により、これまで年３回の巡回で、

児童生徒１人当たり１回に３冊程度しか借りる

ことができず、選ぶ時間も限られていたものが、

じっくりと本を選び、多くの本に触れることが

可能となります。また、これまで以上に、県立

図書館職員が市町村図書室などへ専門的な支援

を行うこととなります。

３の事業費でありますが、3,295万5,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりであります。

次に、25ページをお願いいたします。

新規事業「「みんなで育てるみやざきっ子」推

進事業」でございます。

１の事業の目的・背景でありますが、地域社

会や家庭における教育力の低下の懸念の声があ

る中で、学校、地域、家庭が相互に連携し、地

域全体で子供を育てる必要性が一層高まってお

ります。

そこで、学校を核とした地域力強化のための

体制整備と、それらの取り組みを担う人財の育

成を一体的に行うことで、県民全体で子育てを

支援する地域づくりを目指すものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）は、これ

まで実施してきました学校支援地域本部放課後

子供教室に加え、土曜日の教育支援体制等構築

事業を導入し、地域全体で学びを支援する体制

整備を平日から週末等まで拡充いたします。

（２）は、子供の学びの支援を円滑に行うた

めの人財を育成するものです。学校と地域、企

業等との連携を強化するために、アシスト企業

連絡会や県民総ぐるみ教育推進研修会、コーディ

ネーター等研修会を実施します。また、地域の

教育力を向上させるために、県教育委員会教育

長の表彰や実践研究交流会等を実施します。

３の事業費でありますが、5,441万8,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりです。
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生涯学習課関係の説明は以上でございます。

○古木スポーツ振興課長 資料の26ページをご

らんください。

新規事業「国体準備スタートアップ事業」で

ございます。

１の事業の目的・背景でございますが、２巡

目国体の着実かつ円滑な準備を進めるため、県、

市町村、競技団体等からなる県準備委員会の設

置準備や、県有主要体育施設の整備等に関する

調査研究を行うものでございます。

２の事業の内容でございますが、（１）県準備

委員会の設置準備につきましては、副知事をトッ

プとする庁内検討会議を開催するとともに、組

織体制等の検討や、市町村や競技団体等との調

整を図りながら、県準備委員会の設置に向けた

準備を行います。

また、（２）施設整備に係る調査研究では、県

有主要体育施設の整備に関する施設の機能、整

備環境、スケジュール等の調査研究をコンサル

タントに委託して実施いたします。

３の事業費でございますが、1,897万4,000円

を計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりでございます。

続きまして、資料の27ページをごらんくださ

い。

改善事業「宮崎から世界へ挑戦！ワールドア

スリート発掘・育成プロジェクト」でございま

す。

１の事業の目的・背景でございますが、全国

大会や国際大会で活躍できるジュニア選手の発

掘・育成を行うことで、将来、本県や日本のリ

ーダーとしてスポーツ界を牽引できる人材の育

成を図るとともに、本県出身者のオリンピック

競技大会など国際大会におけるメダル獲得や、

２巡目国体における天皇杯獲得を目指すもので

ございます。

２の事業の内容でございますが、（１）事業推

進体制の設置では、選手の募集や発掘、育成プ

ログラムの作成など事業全般を総括する専任マ

ネジャーの配置を行います。

（２）募集では、発掘ＰＲのために対象とな

る県内小学校４年生と６年生全員へのリーフ

レット配布や、大型商業施設などにおいて活動

状況の展示を行います。

（３）発掘（オーディション開催）では、30

メートル走や反復横跳びなどの測定や個人面談

等を行い、体力・運動能力が特にすぐれ、高い

志を持つ子供を選考することにしております。

（４）育成では、身体能力を高めることはも

とより、トップアスリートに必要なコミュニケ

ーションスキルの向上や、発掘した子供の可能

性が生かせる競技を探るプログラムの実施、子

供たちの成長を支援していく体制づくりを進め

てまいります。

３の事業費でございますが、1,801万1,000円

を計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりでございます。

続きまして、資料の28ページをごらんくださ

い。

新規事業「めざせ全国制覇！甲子園優勝サポ

ート事業」でございます。

１の事業の目的・背景でございますが、県民

の悲願となっております本県初の甲子園優勝に

向け、選手の育成・強化や指導者の養成を充実

させ、本県代表校の支援を強化していくもので

あります。

２の事業の内容でございますが、（１）チーム

サポート強化事業では、メンタルコーチやトレ
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ーナー等を活用し、試合の重圧に負けないメン

タル面の強化や、選手のけが防止に必要なトレ

ーニング方法等の実践など、総合的なサポート

を行います。

（２）エース＆スラッガー育成事業では、甲

子園で勝つために必要なチームの柱である中心

投手、中軸打者の育成、支援を行います。

（３）指導者養成支援事業では、指導者の資

質向上のために、全国優勝校監督等の講演会を

行います。また、各学校の監督・部長はもとよ

り、広く県民に参加を呼びかけ、県全体として

甲子園優勝への機運を高めます。

（４）県中学生選抜チーム支援事業では、県

下全域から中学生のすぐれた選手を集め、選抜

チームを編成し、強化合宿や他県との合同練習、

さらには全国大会への出場への支援を行い、将

来、高校球児として活躍する中学生選手の育成

を行います。

３の事業費でございますが、396万6,000円を

計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりでございます。

○向井文化財課長 資料の29ページをお開きく

ださい。

改善事業「めざそう神楽の世界無形文化遺産！

みやざきの民俗芸能活性化事業」であります。

１の事業の目的・背景でありますが、現在、

神楽のユネスコ無形文化遺産への登録を目指し、

取り組みを行っているところでありますが、登

録をされるためには、これまで以上に県民の気

運の醸成や県外へのアピールが必要となってき

ているところであります。

そのため、調査研究や映像記録及びみやざき

の神楽を紹介したガイドブックの作成を行いま

すとともに、県外の国指定神楽保存団体との連

携を図ってまいりたいと考えております。

あわせまして、県内の民俗芸能につきまして

も、保存・継承を図っていくものであります。

２の事業の内容でありますが、（１）めざそう

世界無形文化遺産！みやざきの神楽魅力発信事

業につきましては、①でありますが、県内外の

有識者で構成いたします神楽魅力発信委員会に

よる調査・研究を進め、引き続き基礎資料の蓄

積を行ってまいります。

②でありますが、みやざきの神楽をわかりや

すく紹介したガイドブックを作成し、県内外に

本県の神楽の魅力を発信したいと考えておりま

す。

③でありますが、県外の神楽団体との連携を

進めまして、九州の国指定神楽の保存団体から

なる協議会を設立し、ユネスコ無形文化遺産の

登録に向けた体制の構築を図りたいと考えてお

ります。

（２）文化財伝承活動支援事業といたしまし

ては、①でありますが、民俗芸能保存団体など

が行う用具整備等につきまして支援を行います

とともに、②にありますように、文化財愛護少

年団の交流活動への支援や博物館の民家園を活

用した民俗文化体験事業などを実施いたしまし

て、ふるさと宮崎への愛着や誇りを育むもので

あります。

３の事業費につきましては、1,152万5,000円

を計上しております。

４の事業期間と５の事業効果につきましては、

ごらんのとおりでございます。

○恵利生涯学習課長 生涯学習課であります。

家庭教育支援条例に係る本年度の施策や推進体

制について御報告いたします。

常任委員会資料の30ページをお開きください。

平成28年度の家庭教育を支援するための施策
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の取りまとめについてであります。

本年４月１日に施行となりました本条例は、

全18条で構成されております。１の各課・室が

実施する事業一覧の左側にありますように、第11

条から16条は、県が家庭教育を支援するための

施策の基本となる事項として定めてあります。

本資料は、本年３月に、各条文に係る施策に

ついて関係部局に照会をかけ、取りまとめたも

のでありますが、例えば、11条、親になるため

の学びの支援に関しましては、教育庁では、生

涯学習課が、みやざき家庭教育サポートプログ

ラム普及事業、特別支援教育室が、共に学び支

え合う理解啓発充実事業に、知事部局では、こ

ども政策課が、子育てに優しい環境づくりサポ

ート事業などに取り組んでおります。

次に、31ページをお開きください。

２の全県的な家庭教育支援の推進体制の中ほ

どに、関係課・室の詳細を記載しております。

関係課・室は、総合政策部、総務部危機管理

局、福祉保健部、商工観光労働部、農政水産部、

教育庁、警察本部の７部局16課・室でございま

す。

続きまして、関係課・室が連携し、取り組む

ための推進体制について説明いたします。

上にあります家庭教育支援庁内推進会議は、

教育振興次長を座長に、関係各課・室長を対象

に、年２回ほど開催し、推進方策について検討

をします。

その下の家庭教育支援庁内連絡会は、その作

業部会として担当者を対象に、年３回ほど予定

しております。

また、県当局の施策に対する県民の声を伺う

機会として、家庭教育支援推進協議会等を設け

ております。

このように、県当局としましては、まずは、

条文・条項に沿った体系的な施策の実施と部局

の垣根を越えた体制づくりを目指してまいりた

いと考えております。

最後になりますが、本年度の実績報告の予定

について申し上げます。

本条例の第18条に、年次報告として、「実績に

ついて、毎年度、議会に報告し、公表するもの

とする」とありますので、本年度の実績の報告

は、来年度の常任委員会で行う予定にしており

ます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。

質疑はございませんでしょうか。

○中野委員 学校政策課の事務分担、これを見

ますと、学力向上担当というのは学校政策課だ

けであります。やっぱり教育委員会がいろいろ

新規事業をやる。これは、事業をやることが目

的じゃないんですよね。私は手段だと思ってる

んです。こういう事業を行うことによって、結

果としてどうなったかということになるわけで

す。教育長、それから教育次長、みんなかわら

れました。いろんなグローバル人材をつくる、

何々をするとか、いろんな教育の中で書いてあ

るけれども、私は、その基本になるのがやっぱ

り義務教育の理解度だと思ってるんです。やっ

ぱりそこが基本で、いろいろ次に発展をしてい

く。だから、私は一つ疑問、読書日本一とかい

う事業、これも何か目的が、読書を何のために

するかって。私は、いろんな知識を吸収すると

か、生き方を学ぶとかそういうのが目的であっ

て、これを見てると、何か本を読む機会を与え

るのが目的みたいになっているので、私は学力

向上ということを、もうちょっと真剣に考えて

もらいたいんです。

ただ、全国学力テスト、これは私立学校が入っ
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てないから、それは番数の問題はあるでしょう。

ただ、宮崎県と秋田県の１位のところ、平均点

数が９ポイントから、かなり違うわけです。宮

崎県の平均点数を見ると、いわゆる平均点数に

いってるのは国語Ａだけです。みんな平均点数

以下。私は、教育長もかわったことだし、ここ

をしっかり取り組んでもらいたいんです。まず

は、基本的な学力ができんのにグローバル人材

の育成とか、私はそんなのはおこがましいと思っ

てる。

そういうことで、教育長、それから総括次長、

担当次長は、政策担当ですか。県庁内で割かし

時間のあるのが次長です。その次が課長補佐。

本当次長というのはやりにくいんです。余りや

り過ぎると部長と悪くなるし。教育長がしっか

り特命を出せばやるわけです。そこ辺の教育長

の意気込みをまず、聞かせてください。

○四本教育長 委員が今おっしゃいましたよう

に、全国学力学習状況調査の結果というのが非

常に憂慮すべきことになっておりまして、しか

も平成19年度以降、小中学校ともに徐々に下降

をしてきていると、非常に大変なことだと認識

をしております。これをどうしていくかって、

なかなか根本的な、これをやればというのがな

かなかないようなことだと思うんですが、例え

ば、市町村教育委員会とより一層連携を図ると

か、いろんなことをやっていきたいと思います。

また、委員が今おっしゃったように、次長の

活用といいますか、体制的に、例えば、この次

長は学力向上を担当をするとか、そんな形でい

ろんな問題に対処していきたいなと。私も実は

同じようなことを考えておったところでござい

ますので、これは何とかそういう形をやること

によって、少しでも実を上げていきたいと思い

ます。

○中野委員 教育長、学力調査の結果を、前回、

私はいろんな人に言ったが、どれだけ分析して

るかなんです。これを分析すれば、学校の担任

の教え方までフォローできるわけです。そこ辺

を見ながら、いわゆる平均点数を上げるには、

例えば、平均以上が何校、平均以下が何点、特

に下のほうを上げると、そういう戦略なんです。

とにかくどこまで分析して、それを使うかとい

うことで。ただ、いつも私もつき合ってるから、

県教育委員会と市町村教育委員会の絡みってい

ろいろ難しいところはわかります。だから、そ

れはもうちょっと校長の責任というか、だから、

ＰＴＡぐらいとかどこぐらいまで公表するかで

す。

それともう一つ、全国の学力テスト以外に、

県教育委員会が、あれは、安藤知事のときから

やっとるんです。最初は妙な全国テストやった。

２年間、本当おかしなテストやったけれど、そ

れをしながら、それを、どうやって分析して整

合性でとってるとか、そんなのしっかり分析を

して。次長、私は、この委員会にそのために残っ

たので、ぜひしっかり。

○川越教育次長（教育政策担当） 昨年度もこ

の本委員会での御指摘がありました。きめ細か

な分析をしっかりとすることによって、各学校

または各地域の市町村教育委員会も含めまして、

しっかりとした指導のもとで学力向上にしっか

りと励んでいきたいと思います。

○中野委員 ちょっと悪いけれど、きめ細かな

というのは、もういっぱい聞いて、全然結果が

出たためしがないのよね。今度、テストがあっ

たでしょう。そういう結果を、しっかり分析し

て結果を委員会に出してください。去年は、分

析結果を全然よう出さんかった。

○川越教育次長（教育政策担当） 議員のおっ
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しゃったとおり、分析につきましては、当委員

会で可能な限り御説明申し上げたいと思います。

○緒嶋委員 去年までの、飛田教育長は本当に

すばらしい教育長でありました。しかし、私か

ら見ておると、教育長は目立つけれど次長は目

立たんかったのが去年の教育委員会。今度は、

四本教育長だが、かつてはお父さんも教育長やっ

たんです。そういうことで、素人の教育長、と

いうことは、逆に、ほかの人を使うには、今度

は自分の立場が生かせんわけです。

そういう意味では、人をどう使うかというの

が本当は教育長の仕事じゃないといかんわけで

す。あんまり自分が目立って、ほかの人が目立

たんと、教育全体が発展せんと私は思うんです。

そういう意味では、言われたとおり、次長は、

名前は次長だけれど、自重をせんで頑張らない

といかんわけで。この前のときは、どちらかと

いえば、次長が手を挙げて、はっきり答弁を言

うとか、教育長をフォローをする機会というの

も去年は余りなかったです。

そういう意味では、総力戦という中で、教育

委員会はことしから３年間、動かないと、企業

局長をやめて何で教育長になったかという、そ

れもはっきりしなくなる。教育長になってよかっ

たなと我々が思うような教育長にならないとだ

めなわけですので、そういう意味では、総力戦

で教育長は頑張る、また、教育次長、総務課長

も、今度は知事部局から行かれたわけですので、

三位一体というかそういう形の中でも、全体が

やはり教育長が四本教育長になってよかったと、

みんなが思うような教育行政をやってほしいと

いうことを最初に私は言っておきたいと思いま

す。

そういう中で、今、言われた、学力が上がる

ことがみんなの願いであることには間違いない

わけでありますので、それを中心にスポーツの

振興とか家庭教育の振興とか、いろいろありま

す。そういうのを進めていくことが、私は大変

重要なことだろうと思いますので、教育長も同

じ思いだろうと私は想像をしますが、教育長は

そのあたりどう考えておられるか伺います。

○四本教育長 まさに、私の考えておることと

全く同じことを今、緒嶋委員から言われたよう

な気がしております。年度初めに幹部職員にい

ろいろ話をした中で、私自身は当然教育につい

ての知識なり経験というものが、絶対的にこれ

は不足をしておるというか、先生としての経験

はないわけでございますので。

ただ、次長以下、課長を初め職員は、学校の

現場から来ておる者もおれば、行政の経験を持っ

てきておる者もおるし、あるいは、学校事務関

係の経験を持ってきておる者もたくさんいるわ

けでございますから、これを組織として有機的

に働かせて、いろんな問題に対処をしていこう

と。それで、私が申し上げたのは、チーム教育

委員会でみんなで頑張るぞということを申し上

げたところで、まさに、委員のおっしゃるとお

りのことを私も考えておるところでございまし

て、今後ともそのように努力をしてまいりたい

と思います。

○髙橋委員 その学力向上の関係で、きょうは

初回の委員会ですから余り多くを申し上げない

つもりでいたんですが、学力向上、いわゆる平

均点の勝負じゃないですか。だから、平均点だ

から、一番もおれば真ん中がいたり、下がいる

わけです。私はあるデータを見たときに、中間

層がかなり少なくなっちゃって、結局下位にい

るところがふえてきつつある傾向があって、こ

れによって平均点は下がります。だから、あれ

もこれもという授業ができないと思うんです。
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これは私の持論なんですけれど、いわゆる下を

上げる。下を上げることによって私は平均点が

上がると思ってます。できる子はほうっておい

てもできるから、下を上げる、そういった授業

になるかどうかというのを、これは今後１年間

また見ていきますけれど、そういったところか

ら私は一応申し上げておきたいと思ってます。

時間がありませんから、また、そういった分

析、先ほど中野委員もおっしゃったように、何

が今、宮崎県の学力の中で不足してる部分があ

るとか、弱点があるのか、そういったところに

ついて、また、今後の委員会で報告があるでしょ

うから、今、私が申し上げたことは構いません。

事業のほうに行きますが、18ページの、これ

は、確かな学力の高校授業改革推進事業ですけ

れど、県全体を網羅した事業ということで理解

をして聞いていましたが、いわゆる合同学習会

とかはどうやってやられるのかなと思って、い

わゆる高千穂から串間まであるわけだから。そ

ういったところをもう少し教えてください。

○飯干学校政策課長 合同学習会ですが、もう11

年前から大変いい事業だということで、効果が

あってるのでやってるんですけれども、もちろ

ん形は変えておりますが、高校３年生700人を夏

休みに集めて行うものです。遠いところは県が

出すバスで迎えに行って、そして、会場がこと

しの場合、大宮高校ですが、そこで授業を受け

て、また、バスで送るという形で行っておりま

す。700名の希望者になっております。

○髙橋委員 わかりました。もう少し、これは

私の意見として、分散型もいいんじゃないかな

という話を聞いて、真ん中に集めることが一番

効率的にいいんでしょうけれど、分散型もいい

のかなっていう思いがあります。

○飯干学校政策課長 分散型で延岡地区、宮崎

地区、県南の都城地区とか、分けることも検討

したことがあって、議員がおっしゃるとおり、

どちらが効果的かとか、また、調査とかしたり。

今のところこの形で、700人が一堂に会するって

いう効果、その方法をとっておりますので、ま

た、調査、研究してまいりたいと思います。

○中野委員 前回、ことしの３月の委員会で、

教科書検定にいろいろ接待があった時点で、宮

崎県は接待してもらった人はおったけれども、

その接待した人の中で直接教科書検定にかか

わった人はいなかったという、教育長の答弁で

終わったんです。覚えてるでしょう。これ、西

日本の４月１日の新聞に、宮崎県も、うち、採

択に関与した人数というのが８名出てるんです。

これについては、それを公にどうのこうのって

もう言う気はないけれども、教育委員会の昨年

度のスタンスというのは、いわゆる海洋高校の

件にしても、「この接待を受けた、我関せずって、

何にもありません、知りません」、そう言った途

端に、その晩にばっと出てきたりとか、これだっ

て本当私は、何だこれって、そんな気がしてる

んです。きょう、この回答はいいですけれど、

これについてはしっかり、どうだったのか、次

の委員会で経緯を含めて説明してください。そ

れでいいですか。

○渡辺委員長 今、御答弁が何かありますか。

○金子学校支援監 昨年度末に御報告をさせて

いただいたとおりなんですが、この場で専門員

の影響について、身内同士の確認ではなかった

のかというような御指摘もいただきまして、再

度、学校政策課のほうで、有識者４名の方に記

録等の調査をお願いいたしました。先週、その

結果が戻ってきたんですが、一応問題はないと

いうことで確認をさせていただいたところです。

○渡辺委員長 今、中野委員からありましたよ
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うに、西日本新聞で報道があった内容について、

次回の委員会の際に改めて説明をしていただく

ようにお願いをいたします。

ほかにございませんでしょうか。

○髙橋委員 最後に一つだけ。国体の関係で、

２巡目国体における天皇杯獲得を目指すという

ことなんですけれど、それをもう一度。２巡目

で高知県は目指せなかったんですよね。目指し

たけれど、点がとれなかったところがあるんで

しょうか。

○古木スポーツ振興課長 過去に開催地が優勝

できなかったのは高知県のみでございまして、

ほか全ては優勝しております。ただし、昨年度、

開催いたしました和歌山県においても、天皇杯

は優勝しておりますけれど、皇后杯という女子

の部は２位であるとか、そういったところはご

ざいますが、天皇杯については、全て目指して

いるところは優勝しているという状況でござい

ます。

○渡辺委員長 12時を超えますが、このまま、

しばらく質疑を続けます。

○髙橋委員 もう終わり、再確認。２巡目国体

における天皇杯獲得を宮崎県は目指すんですね。

それを一応確認。

○古木スポーツ振興課長 大会については、地

元でやるということでありますから、勝負事で

ありますので、やるからにはやはり優勝を目指

すということで考えております。

○渡辺委員長 ほかにございませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって教育委

員会を終了いたします。大変お疲れさまでござ

いました。

１時再開で企業局とします。暫時休憩をいた

します。

正午休憩

午後０時59分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

先般の臨時県議会におきまして、私ども７名

が文教警察企業常任委員会の委員となりました。

私は、このたび委員長を拝命いたしました宮

崎市選出の渡辺創でございます。一言、御挨拶

を申し上げます。

企業局におかれましては、本年度予算では、

まさに新たな機運醸成の原動力となる御活躍を

いただいているところです。

また、宮崎県政向上のために引き続きの御努

力を賜りたいというふうに思っております。１

年間、大変お世話になりますが、よろしくお願

いいたします。

次に、委員の皆様を紹介をいたします。

まず、私の隣が宮崎市選出の日髙副委員長で

ございます。

向かって左側になりますが、西臼杵郡選出の

緒嶋委員でございます。

東諸県郡選出の中野委員でございます。

西都市・西米良村選出の押川委員でございま

す。

向かい、反対側になります。日南市選出の髙

橋委員でございます。

宮崎市選出の有岡委員でございます。

次に、書記の紹介をいたします。

正書記の木下主幹でございます。

副書記の西久保主幹でございます。

それでは次に、局長の御挨拶、幹部職員の紹

介並びに所管業務の概要説明等をお願いいたし

ます。

○図師企業局長 このたび企業局長を拝命をい

たしました図師でございます。どうぞよろしく
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お願いをいたします。

私ども企業局は、地方公営企業として、電気

事業を中心に、工業用水道事業、地域振興事業

の３つの事業を運営しておりまして、これまで

のところ、３事業とも順調に推移をしておりま

す。

しかしながら、この４月からは、電気小売業

参入の全面自由化が開始されまして、卸規制が

撤廃されるなど、国の電力システム改革も最終

段階へと進んできておりまして、今後、企業局

を取り巻く環境に大きな変化が予想されますこ

とから、これに的確に対応していく必要があり

ます。

私ども企業局の目的は、公共の福祉の増進で

ありますので、将来にわたってこの目的が果た

されるよう、職員一丸となって全力で取り組ん

でまいる所存であります。委員の皆様には、御

指導、御支援を賜りますようよろしくお願いを

申し上げます。

それでは、この後、座って説明をさせていた

だきます。

まず初めに、局本庁の幹部職員の紹介をさせ

ていただきます。

お手元の委員会資料の１ページをお開きくだ

さい。幹部職員の名簿を載せております。順に

御挨拶をさせていただきます。

総括副局長の梅原裕二でございます。

技術副局長の白賀宏之でございます。

総務課長の松田広一でございます。

経営企画監の森本誠二でございます。

工務課長の新穂伸一でございます。

開発企画監の上石浩でございます。

電気課長の喜田勝彦でございます。

施設管理課長の平松信一でございます。

総合制御課長の新見剛介でございます。

続きまして、総務課課長補佐の齊藤郁宏でご

ざいます。

工務課課長補佐の谷口尚睦でございます。

電気課課長補佐の新穂浩一でございます。

同じく、電気課課長補佐の伊達明紀でござい

ます。

施設管理課課長補佐の山下正次でございます。

同じく、施設管理課課長補佐の日髙誠でござ

います。

総合制御課課長補佐の田原充生でございます。

最後に、議会担当であります。

総務課主幹の鬼川真治でございます。

同じく、主査の福留尚仁でございます。

それでは、委員会資料に基づきまして、所管

事業の概要等を説明させていただきます。

２ページをお開きください。

Ⅰ 企業局の組織の概要及び主な事務分掌で

ございます。

１の企業局の組織及び職員数ですが、平成28

年度の組織体制につきましては、本庁５課１出

先機関で、職員数は私を含めまして116名、体制

は図のとおりでございます。

２の企業局の主な事務分掌につきましては、

３ページに記載のとおりとなります。説明は省

略させていただきます。

４ページをお開きください。

続きまして、事業概要について御説明いたし

ます。

冒頭申し上げましたように、企業局では、電

気事業、工業用水道事業、地域振興事業の３事

業を実施しております。

まず、企業局の基幹事業であります１の電気

事業でございます。

（１）の水力発電事業につきまして、まず、

①の沿革でありますが、本県においては、昭和13
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年に県営電気建設部として発足以来、全国有数

の豊富な水資源の活用を県政の最重要課題と位

置づけまして、河川管理者の委託を受けて、こ

れまでに６つの河川総合開発事業を実施してお

り、これらの事業を通じて、電力の安定供給や

下流域市町村の水害防止、かんがい用水の確保

など、県の農業振興や地域の発展に貢献してい

るところでございます。

次に、②の事業の規模でありますが、現在、

発電所は13カ所ありまして、その最大出力の合

計は15万8,035キロワットで、全国26の公営電気

事業者の中で３番目の規模であり、発電した電

力は、全て九州電力へ供給しております。発電

所の一覧につきましては、下の表のとおりでご

ざいます。全ての発電所は、企業局庁舎８階の

総合制御課で集中監視制御を行っております。

５ページをごらんください。

③に、平成28年度当初予算における年間供給

電力量等の見込みを示しております。年間供給

電力量は５億159万1,000キロワットアワーで、

これは、県内の全世帯が年間に消費する電力量

の約30％に相当する量であり、電力料は46億580

万円余としております。

なお、平成28から29年度の売電につきまして

は、九州電力と交渉の結果、前年度比２億5,700

万円余の増額、換算単価では、キロワットアワ

ー当たり、昨年の8.02円から8.57円となりまし

た。

次に、（２）の緑のダム造成事業ですが、この

事業は、安定的な電力の供給に資することを目

的として、企業局が発電事業を行うダムの上流

域を対象として、未植栽地を広葉樹を中心とし

た水源涵養機能の高い森林として整備するもの

で、平成18年度から実施しております。昨年度

までに475.6ヘクタールを取得し、植林面積の累

計は184.27ヘクタールとなっているところであ

ります。

次に、（３）の新エネルギーへの取組でありま

す。

まず、①の太陽光発電設備につきましては、

日向市の工業用水道施設配水池に30キロワット

の設備を、また、新富町の一ツ瀬川県民スポー

ツレクリエーション施設、河川敷のゴルフ場で

ありますけれども、こちらにも90キロワットの

設備を、さらに、北部管理事務所、綾第二発電

所の２カ所にも、それぞれ20キロワット、50キ

ロワットの設備を設置しているところでありま

す。

次に、②のマイクロ水力発電設備につきまし

ては、祝子第二発電所に、河川維持流量を利用

した35キロワットのマイクロ水力発電設備を設

置しているほか、実証実験として、日之影町と

共同で、下小原地区に出力５キロワットの下小

原発電所を、西米良村と共同で、川の駅百菜屋

に自家消費用の出力１キロワットの発電設備を

建設し、今後の市町村支援に生かすための運用

データを取得しているところでございます。

また、③の小水力発電につきましても、未利

用の水資源を有効活用するため、日南ダム直下

に酒谷発電所を建設中であります。

なお、この酒谷発電所は、これまで日南ダム

発電所として説明をしておりましたものでござ

います。

６ページをお開きください。

２の工業用水道事業であります。

（１）の事業の概要でありますが、工業用水

道事業は、日向市の細島工業団地に工業用水を

供給する目的で、昭和39年10月から給水を開始

しております。その給水能力は、日量12万5,000

立法メートルとなっておりまして、現在、旭化
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成株式会社など14社に給水を行っているところ

であります。

なお、工業用水道施設につきましても、発電

所と同様に、企業局庁舎から監視制御を行って

おります。

（２）の企業別の契約水量をお示ししており

ますが、14社の契約水量の合計は、日量９万8,908

立法メートルとなっております。

（３）の給水料金でありますが、基本料金は

１立方メートル当たり10.4円で、これは全国平

均の22.6円と比べて低廉な料金となっておりま

す。

７ページをごらんください。

施設の概要を掲載しております。上のほうの

地図でありますが、左側の耳川から取水し、総

延長9.3キロメートルの送水管を使いまして、右

側の細島工業団地の近くにある配水池に送水し、

ここから各企業に工業用水を供給しております。

また、下の左側の写真は、日向市東郷町にあ

る北部管理事務所の浄水場であり、右側の写真

は、日向市亀崎地区にある配水池の写真であり

ます。

８ページをお開きください。

３の地域振興事業であります。

（１）の事業の概要でありますが、地域振興

事業は、地域振興と県民福祉の向上に寄与する

目的で、一ツ瀬川の河川敷にゴルフコースを整

備し、一ツ瀬川県民レクリエーション施設とし

て平成２年から営業を開始しており、利用客数

は平成27年度までに累計106万人を超えておりま

す。

（２）の施設の管理運営につきましては、平

成18年度に指定管理者制度を導入いたしまして、

現在は、一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセ

ンターが指定管理者として管理運営を行ってい

るところであります。

参考といたしまして、ゴルフ場の利用料金表

をお示ししておりますが、さまざまな割引制度

を設けるなど、県民の皆様が利用しやすい料金

設定となっております。その下には施設の概要

を掲載しております。ゴルフコースは、パブリッ

クの18ホールとなっております。

９ページをごらんください。

施設の位置図を掲載しております。電気事業

の関係では、赤色の文字で表示しておりますが、

県の北部を流れます祝子川に４カ所、県の中央

部を流れます小丸川に２カ所、三財川に２カ所、

綾北川に３カ所、そして、県の西部を流れます

岩瀬川に２カ所の、合計13カ所の発電所がござ

います。これに、先ほど御説明いたしました酒

谷発電所が加わり、14カ所となる予定でござい

ます。

工業用水道事業の関係では、水色の文字で表

示しておりますが、日向市東郷町に北部管理事

務所工業用水道浄水場がございます。

地域振興事業の関係では、緑色の文字で表示

しておりますが、新富町に一ツ瀬川県民スポー

ツレクリエーション施設がございます。

次に、10ページをお開きください。

Ⅲの平成28年度宮崎県公営企業会計当初予算

であります。

１の予算のポイントにつきましては、大きく

２点掲げてございまして、まず、１点目は、（１）

の電力システム改革への着実な対応であります。

これは、電力システム改革が進展する電力市

場において、水力発電は、引き続き重要な役割

が期待されていることから、発電設備の維持・

改良など電力の安定供給に資する取り組みを推

進し、健全経営を維持するものであります。

２点目は、（２）の地域貢献に資する取り組み
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の拡充であります。

これは、産業経済の振興と住民福祉の増進と

いう局設置の理念に基づき、地域貢献に資する

取り組みを拡充するとともに、本県の豊かな自

然を生かした水力発電など企業局の取り組みに

ついて、広く県民にアピールするものでありま

す。

次に、11ページをごらんください。

２の平成28年度宮崎県公営企業会計当初予算

の概要であります。

（１）の電気事業であります。

業務の予定量といたしましては、年間供給電

力量５億159万1,000キロワットアワーを予定し

ておりまして、事業収益から事業費を差し引い

た収支残は、黒い太枠で囲んでいるところであ

りますが、２億8,492万円としております。

（２）の工業用水道事業であります。

業務の予定量といたしましては、年間総給水

量3,610万1,420立方メートルを予定しておりま

して、事業収益から事業費を差し引いた収支残

は、1,357万1,000円としております。

（３）の地域振興事業であります。

業務の予定量といたしましては、年間施設利

用者数３万3,500人を予定しておりまして、事業

収益から事業費を差し引いた収支残は、211

万8,000円としております。

資料の12ページから17ページにつきましては、

事業会計別の予算の内容でありますが、説明は

省略させていただきます。

資料の18ページをお開きください。

３の主な新規・重点事業であります。

まず、「渡川発電所大規模改良事業」でありま

す。

（１）の事業の目的ですが、昭和30年の運用

開始から60年を経過し、発電機や水車等の主要

機器などに老朽化が見られることから、最新の

機器を導入するものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は１億6,000

万円余とし、事業期間は平成27年度から32年度

までを予定しており、平成28年度につきまして

は、取りつけ道路工事を実施するとともに、発

電設備一括更新工事の実施設計を行うものであ

ります。

（３）の事業効果ですが、最新機器の導入及

び基礎部の改良により、発電所の総合的な運転

信頼性の向上と発生電力量の増加が見込まれる

ものであります。

19ページをごらんください。

新規事業「綾第一発電所発電機自動制御装置

更新工事」であります。

（１）の事業の目的ですが、設置後20年以上

が経過した発電機の自動制御装置を最新機器に

更新するものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は3,900万

円余、３年間の継続事業としております。

（３）の事業効果ですが、機器の信頼性が向

上し、電力の安定供給が図られるものでありま

す。

次に、新規事業「無人航空機を活用した送電

線等の点検調査事業」であります。

（１）の事業目的ですが、送電線設備等に関

する点検調査業務の効率化を図るため、無人航

空機、いわゆるドローンを導入するものであり

ます。

（２）の事業の概要ですが、予算額は200万円

余としております。

（３）の事業効果ですが、作業効率や安全性

が向上するとともに、異常箇所の早期発見や状

況把握の迅速化が図られるものであります。

20ページをお開きください。



- 31 -

平成28年４月26日(火)

新規事業「企業局地域貢献事業」であります。

（１）の事業の目的ですが、公営企業会計に

おける地方振興積立金を原資として繰り出しを

行い、一般会計において、県営電気事業みやざ

き創生基金を設置し、地域振興のための取り組

みの財源として活用していただくことにより、

企業局の地域貢献に資する取り組みを拡充する

ものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は10億円

とし、平成28年度から30年度までの３年間で30

億円を繰り出す予定であります。

四角囲みの事業スキームにありますように、

一般会計においては、この繰出金により基金を

造成し、みやざき創生の加速化や、みやざき新

時代のチャレンジに資する事業に活用していく

こととされております。繰り出しの原資となる

地方振興積立金については、米印に記載してお

りますが、地域振興のための財源として、昭和55

年度決算から運用益の一部を積み立ててきたも

のであります。

（３）の事業効果ですが、一般会計への繰り

出しによる新たな地域貢献により、企業局設置

の理念である産業経済の振興と県民福祉の増進

に資するものであります。

21ページをごらんください。

改善事業「企業局施設活用促進・ＰＲ事業」

であります。

（１）の事業の目的ですが、発電所やゴルフ

場など局施設を活用したイベント等を通じて、

企業局の各事業をアピールするものであります。

（２）の事業の概要ですが、予算額は700万円

余としております。

（３）の事業効果ですが、各種コンペや若者

世代ゴルフ交流イベントを通じたＰＲ等を行う

ことで、企業局の各事業について、県民の理解

が深まるとともに、一ツ瀬川県民ゴルフ場の利

用拡大などが見込まれるものであります。

22ページをお開きください。

その他主要事業といたしまして、（１）から

（６）に記載している工事や事業を計上してお

ります。

最後に、参考といたしまして、知事部局等へ

の経費支出予定額を記載しておりますが、先ほ

ど御説明いたしました繰出金10億円のほか、多

目的ダム管理費用等により、支出予定額の合計

は21億2,100万円余としております。

説明は以上でありますが、私ども企業局とい

たしましては、経営の効率化と経費の節減に努

め、引き続き、健全経営を維持しながら、公共

の福祉の増進に寄与してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○渡辺委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。

質疑はございませんでしょうか。

○髙橋委員 電気事業の関係で、11ページの当

初予算50億8,100万、事業収益で、５ページで説

明があった電力料、これ収入ですよね。46億、

この差というのが、新エネルギーの取り組みを、

既にもう発電をしてるところがありますよね。

酒谷発電所は８月ごろに完成するが、そこから

は収益を生むはずですけれど、その分が含まれ

てるのがこの差になるんでしょうか。

○松田総務課長 この差につきましては、先ほ

ど御説明いたしました電力供給の交渉がまとま

りまして、昨年が8.02円だったものが8.57円と

いうことになりましたことから、料金改定の分

を反映しているというところでございます。

○髙橋委員 私がうまく理解してないと思うん

ですけれど、事業収益、４ページで説明があり
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ました水力発電事業、③で年間供給電力量等と

いうのは、（３）の下の５ページの新エネルギー

の分も入れてるんですか。

○森本経営企画監 酒谷発電所の分とか、あと、

今後、運開する酒谷発電所の分と、それから、

既存の発電所の分、それから祝子第二発電所の

分を含めた数字でございます。

○髙橋委員 わかりました。

ついでにお聞きしますけれど、投資をしてい

るから、いわゆる経費の分が今、生じてるわけ

ですね。いわゆる償還をしてるわけじゃないで

すか。ただ、買い取りの部分でかなり、例えば、

酒谷の発電所でいうと、８年ぐらいでペイをす

るというようなことをお聞きしていますし、太

陽光発電についてもマイクロ水力発電について

も、それなりの償還が済むと、かなりの収益が

確保できる。私ども、ほら、宮崎県にとっては、

いろんな財源課題が多い中で、企業局には頑張っ

てもらわんといかんというのがあって、それを

ちょっと理解をしとこうと思いまして尋ねてい

るところであります。そういう理解でいいんで

しょうか。

○森本経営企画監 これらの発電所につきまし

ては、減価償却の期間がございます。その償還

が終わった後は、費用が削減されますので、利

益はある程度出てくる可能性があるということ

でございまして、そういう意味では、少しばか

りは利益はふえていくというようなことになる

のかなと思っております。

○髙橋委員 電力自由化で、ちょっと私、先ほ

ど冒頭で、局長からキロワットアワーの単価が

上がったじゃないですか。あれっと思ったんで

す。むしろ何か下がるんじゃないのかなって、

そういう素人ながら考えてたんです。買い取る

ほうは安く買いたいじゃないですか。だから、

そういったところの何か根拠というのは何なん

でしょう。

○森本経営企画監 これにつきましては、九州

電力と基本契約というものを取り交わしており

まして、平成37年度までは発電した電力を売電

するというベースの契約がございます。今回、

料金交渉に当たりまして、その契約に基づきま

して、九州電力と算定方法につきまして協議を

いたしました。これまでどおり、総括原価方式

に準じた形で料金交渉をしましょうという妥結

といいますか、合意をとった上で料金交渉をい

たしました。

ということで、必要な経費は見てもらってい

る部分がございますので、その分、上がったと

いうようなところ。それから、ある程度、地域

貢献的な費用も、完全な料金の規則、国の規制

がなくなるということを前提にいたしまして、

規則に完全には乗っからない形での料金交渉も

行っておりますので、その分、上がってるとい

うようなところもあるということでございます。

○髙橋委員 その総括原価方式を今回取り入れ

たというか、そういう算定の上での8.02円が8.57

円になったということなんでしょうけれど、私

の認識としては、総括原価方式はもうやめると

いうのが国の方針だったような気がするもんだ

から、将来的には、そういう総括原価方式を除

外した交渉になってくるんでしょうか。

○森本経営企画監 これは、とりあえず今、37

年までの基本契約がございます。その間までは

総括原価に基づいた契約もできます。ただし、

その間に入札の方式もある程度、検討もいたし

まして、どちらが一番適切になっていくのかと

いうようなところは検討しながら、今後の売電

のあり方というものを考えていきたいと考えて

おります。
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○渡辺委員長 ほかにいかがでしょうか。

○緒嶋委員 地方振興積立金は、30億、３年間、

一般会計に繰り出さざるを得ないわけですが、

今のところ、積立金というのは幾らあるわけで

すかね。残額というか、30億を引いてもどれぐ

らいあるのか。

○松田総務課長 28年度末でございますけれど

も、実質的には残高が約12億円程度、繰り出し

ました後に残ります。ただ、29年度、また、会

計の貸付金等が返還されまして、約22億円程度、

残高が回復いたしますので、また、29年度、繰

り出すというようなことで、10億円ずつ３年間

は繰り出していけるというような状況でござい

ます。

○緒嶋委員 ３年間、30億を出しても、まだ、

あとかなり残ってくるという計算になるわけで

すか。

○松田総務課長 30年度分を繰り出しますと、

ほぼ積立金の残高は一旦なくなってしまうとい

うことでございまして、また、新たに今後、積

み立てていかなくてはいけないということでご

ざいます。

○緒嶋委員 そういうことで、３年で30億とい

うのは、その３年後には10億ずつを繰り出した

ら積立金がなくなるよということを前提に、一

般会計から30億という金額を決めたということ

ですか。

○松田総務課長 委員がおっしゃいましたとお

り、やはり30億という見込みを３カ年で繰り出

せるということから、30億という形で今回、積

み立てを取り崩すという形で繰り出しておりま

す。

○緒嶋委員 30億は繰り出せるということは、

それは間違いなく、確定しておるということで

いいわけですね。

○松田総務課長 これにつきましては、残高が

ございますので、これは確実に繰り出しができ

ると考えております。

○中野委員 関連で。今のたまたま積立金とし

て残っているもので、企業局として運用をして

いる。例えば、国債を買ったりとか九電の株を

買ったりとか、そういう、いわゆる内部留保の

資金はどのくらいか。いつも要望をしてるんだ

けれど、我々としては、やっぱり九電として毎

年、事業をする。これ複式じゃないから、その

分が資本金として、資産として出ないか。そこ

をいつも聞いてるんだけれど、今のだとまだ、

企業局としてのそれはもうちょっとあるでしょ

う。

○松田総務課長 28年の１月末の現在でござい

ますけれども、運用資金といたしましては、定

期預金が66億円程度、それから、国債等の債券

で約154億円の220億円程度ございますが、これ

につきましては、先ほど申し上げた建設改良の

ための積み立てでありますとか、将来の支出に

向けて積み立てているものも含まれております

ので、これが全て余剰金とかいうことではない

ということで御理解をいただきたいと。

○中野委員 とりあえずは、決算だったらそれ

は、資本として出てくる分で。だから、運用し

ているのはどれくらいあるわけ。

○松田総務課長 定期預金、国債を含めまして、

約220億円程度ございます。

○中野委員 こんなのを出すとき、我々として

はそこが知りたいわけ。皆さんとしては、そこ

は出したくないだろうけれど、極端な言い方を

すると、もうそこだけ見ればいいわけ。よろし

くお願いします。

○梅原副局長（総括） 今の資金運用の額が220

億程度というところで、一つには内部留保、そ
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れからあと、目的で積み立てているものを差し

引いて、損益勘定留保資金というのがございま

して、これをもう毎年度の資本的収支の補塡額

に使うというようなこともございます。それと

あと、先ほどから申し上げております建設改良

等に使うというような資金にもなってまいりま

すので、基本的に将来をずっと見越した工事計

画を持っておりますけれども、その工事計画に

必要な建設改良額というのが、大体、今、持っ

ている内部留保等で相応の額というようなとこ

ろでございます。今回の基金に対する繰り出し、

これは財務収益の中で地方振興積立金というと

ころから出すということでございまして、全体

をずっとにらんで、大体ここら辺がリミットと

いうようなところで私たちのほうは推計をした

ところでございます。

○中野委員 どこでもそういう余裕金って、剰

余金ってあるわけで、要は、それは将来に対し

ての話で。27年度末でどれぐらいの運用益が出

た、その辺の内訳を今後出してくださいという

こと。別に、それを一般会計に出せという話じゃ

ないんだから。もうかれば、またそれはたまっ

ていくわけでね。

○有岡委員 ２点ほど、緑のダム造成事業から

お尋ねしたいと思うんですが、10年間で184ヘク

タール、植栽をしていらっしゃるんですが、こ

の10年間の今の現状は航空写真等で把握して

らっしゃるのかどうか、実態をお尋ねしたいと

思います。

○松田総務課長 18年から進めております事業

でございますが、1,000ヘクタールを目標にして

おりまして、現在、約半分ぐらいの取得をして

いるところでございます。委員がおっしゃいま

した航空写真とかいう形では、特にしておりま

せんが、地図等で管理をしているところでござ

います。

○森本経営企画監 緑のダムにつきましては、

やはり土地関係がございますので、昨年度、地

図情報のシステムを、コンピューターでの管理

システムを導入いたしまして、そこで管理を今

しておるというような状況でございます。

○有岡委員 無人機ドローンを今度、導入して

点検をするというお話ですが、これは24人いらっ

しゃる施設管理課の職員の方々がオペレーター

をされるのか。そこら辺の中身を、ちょっと教

えていただけるとありがたいんです。

○喜田電気課長 ドローンを導入をいたします

のは電気課のほうでございまして、組織図で申

しますと電気課の職員の送配電担当が主に使う

ことになっております。事業目的も、送電線の

点検等に使いますが、それだけに限定すること

はなく、余裕があればいろんな用途にも使うこ

とは可能になっております。

○有岡委員 要望です。こういうオペレーター

を使うことによって、災害とか、いろんな場面

でまた将来そういった人材が生きてくると思い

ますんで、ぜひ、これは生かしていただけたら

と思っております。

○中野委員 関連です。ドローンは、何か保険

がきくもんですか。一発、間違ったら、落ちた

ら、ドローンになって250万は消えるわね。

○喜田電気課長 保険はございます。ただ、結

構高うございまして、総合保険ですと、本体価

格の６％程度を毎年払うことになりますの

で、150万といたしますと10万弱ぐらいという形

を毎年払っていくということになってまいりま

す。

○緒嶋委員 ドローンで、逆に電線を傷めると

いうことはないのか。送電線とか。

○喜田電気課長 そういうことが起きないよう
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に、操縦する職員は重々研修をした上で運用を

したいと考えております。

○中野委員 ドローンは１回の充電で何分ぐら

い航続というか、時間的には飛んでるわけ。

○喜田電気課長 機種によって若干違いはござ

いますが、長いもので30分、通常であれば大体15

分ぐらい。30分飛びましても、帰ってこなけれ

ばいけませんので、実際の運用は20分ぐらいで

はもうやめなければいけないのかなということ

でございます。

○渡辺委員長 ほか、よろしいでしょうか。い

かがですか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、以上をもって企業局

を終了といたします。どうもお疲れさまでした。

ありがとうございました。

暫時休憩します。

午後１時40分休憩

午後１時42分再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

４月15日に行われました委員長会議の内容に

ついて御報告をいたします。

委員長会議において、お手元に配付しており

ます委員長会議確認事項のとおり、委員会運営

に当たっての留意事項等を確認いたしました。

時間の都合もありますので、主な事項につい

てのみ御説明いたします。

まず、１ページをお開きください。

（５）の閉会中の常任委員会についてです。

定例会と定例会の間に原則として１回以上開催

し、また、必要がある場合には、適宜、委員会

を開催するという内容であります。

次に、２ページをお開きください。

（７）の執行部への資料要求につきましては、

委員から要求があった場合、委員長が委員会に

諮った後、委員長から要求するという内容であ

ります。

（８）の常任委員長報告の修正申し入れ及び

署名についてであります。本会議で報告する委

員長報告について、委員会で、その内容を委員

長一任と決定した場合、各委員が修正等の申し

入れを行う場合は、委員長へ直接行うこと、報

告の署名は、委員長のみが行うこととするもの

であります。

（９）のマスコミ取材につきましては、取材

は、原則として採決等委員協議を含めて記者席

で行わせるという内容です。委員会は、採決等

も含め、原則公開となっております。

次に、３ページをお開きください。

（12）の調査等につきましては、ア県内調査、

イ県外調査、ウ国等への陳情と分かれておりま

す。

まず、アの県内調査についてでありますが、

４点ございます。

１点目は、県民との意見交換を活発に行うた

め、常任委員会の県内調査において、県民との

意見交換を積極的に行うというものです。

２点目は、調査中の陳情・要望等については、

事情聴取の性格を持つものであり、後日、回答

する旨等の約束はしないというものであります。

３点目は、委員会による調査でありますので、

単独行動による発着はできる限り避けるという

ものです。

４点目は、特に必要がある場合には、県内調

査ではありますが、日程及び予算の範囲内で隣

県を調査できるというものであります。

４ページをお開きください。

（15）の委員会室におけるパソコン等の使用

についての項目が今回追加されております。詳
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細は10ページにありますので、後ほど御確認く

ださい。

その他の事項につきましても、お目通しをよ

ろしくお願いいたします。

皆様には、確認事項等に基づき委員会の運営

が円滑に進むよう御協力をお願いいたします。

確認事項等について何か御意見はございませ

んでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 次に、今年度の委員会調査など、

活動計画案については、お手元の配付資料のと

おりとなっております。

活動計画案にありますとおり、県内調査を５

月に、県外調査を８月に実施する予定です。日

程の都合もありますので、調査先についてあら

かじめ皆様から御意見を伺いたいと思います。

参考までに、お手元に資料として、平成28年

度文教警察企業常任委員会 県内調査調査先候

補の概要、それから、常任委員会視察の実施状

況（県内、県外）を配付しております。

調査先等について、何か御意見、御要望があ

りましたらお出しいただきたいと思います。

暫時休憩します。

午後１時44分休憩

午後１時50再開

○渡辺委員長 委員会を再開いたします。

県内調査及び県外調査の日程、調査先につき

ましては、今、休憩中にいただきました御意見

を参考にしながら、正副委員長に御一任いただ

くということで御異議ございませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。

閉会になりますが、その他で何かありません

でしょうか。協議事項。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○渡辺委員長 ほかに何もないようですので、

本日の委員会を終了したいと思います。

午後１時51分閉会


